
- 1 - 

 

○ 包括的な化学物質対策の確立と推進のための取組（案） 
前文的部分 
環境基本計画においては、化学物質が環境を通じて人や生態系に悪影響を及ぼす可能性

（環境リスク）を科学的に評価し、その結果に基づきリスクをできる限り低減し、その過

程において関係者が正確な情報を共有しつつ意思疎通を図ることを基本として化学物質対

策を進めること、さらには化学物質の環境リスクをトータルで削減していくため、そのラ

イフサイクルの各段階において、様々な対策手法を組み合わせた包括的なアプローチを戦

略的に推進することの必要性・重要性が示されている。また、化学物質対策に係る府省

は、関係法令・制度・施策を相互に有機的に連携させながら運用するなど協力と情報共有

の一層の強化を図ることとされている。 

このことを踏まえ、また、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図ると

する環境基本計画の趣旨に鑑み、本点検において対象とした個別施策の関係性を図表１に

示す。 

 

図表１．本点検の対象施策の関係性 

 

出典）環境省 

 

各種施策の推進状況を図表１のように整理したところ、大気、水・土壌といった環境を

経由する諸問題については多様な施策が取り組まれていることが確認できたところであ

り、施策の総合性の確保のためには、これらの施策間の調和の確保が一層重要になってい

る。 

資料２ 
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また、ライフサイクル全体を通じた施策はまだ多くはないが、水銀に関する取組等、新

たな取組が実行段階に入っており、今後も状況に応じた措置を検討していく必要がある。

水銀に関する取組は、ライフサイクル全体のリスク低減を図るため、先般制定された「水

銀による環境の汚染の防止に関する法律」（平成 27 年法律第 42 号。以下「水銀汚染防止

法」という。）のみならず、多岐にわたる法令の下で実施するものである。また、我が国

においては、水銀汚染防止法で、水銀に関する水俣条約において規定されている事項に関

する措置に加えて、独自の追加的な措置として、水銀を使用する製品の製造規制の対象の

拡大や、水銀を使用する製品の分別排出及び回収に係る国・市町村・事業者の責務などを

規定しており、これら一連の施策は、環境基本計画を具現化したものとして位置づけられ

ると考える。 

また、包括的な化学物質対策を推進するためには、関係施策間の連携が不可欠なとこ

ろ、そのツールとして、例えば、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改

善の促進に関する法律」（平成 11 年法律第 86 号。以下「化学物質排出把握管理促進法」

という。）に基づくＰＲＴＲ制度において得られる物質の情報は以下のように活用されて

いる。 

○ 行政における各種モニタリング地点の選定のほか、「化学物質の審査及び製造等の

規制に関する法律」（昭和 48 年法律第 117 号。以下「化学物質審査規制法」とい

う。）や「大気汚染防止法」（昭和 43 年法律第 97 号）などにおけるリスク評価な

ど、化学物質対策の優先度決定に当たっての判断材料。 

○ 有害大気汚染物質に関する自主管理のフォローアップやオゾン層年次報告など、環

境保全対策の効果・進捗状況の把握。 

○ 物質の所在情報源として、水安全計画におけるＰＲＴＲデータの考慮や東日本大震

災津波堆積物処理指針における堆積物の物質含有の判断、土地履歴調査等、環境保全

上の基礎データ。 

○ 国民への情報提供や事業者による自主的な管理の促進のようにステークホルダー間

での情報共有ツール。 

今後ともこうした活用が促進されるようにしていく必要がある。 

さらに、リスク評価・管理に関わる多数のステークホルダー間で情報共有を行うための

手法としては、ＧＨＳ（化学品の分類および表示に関する世界調和システム）があり、化

学物質排出把握管理促進法や「労働安全衛生法」（昭和 47 年法律第 57 号）におけるＳＤ

Ｓ（安全データシート）においてもＧＨＳに基づく情報が伝達されている。さらに近年で

は、サプライチェーンにおける製品含有化学物質の情報伝達のため、ｃｈｅｍＳＨＥＲＰ

Ａ（ケムシェルパ）といった取組も運用が開始されている。 

化学物質対策を環境の保全の観点から総合的かつ計画的に推進していくためには、各種

施策間の調和を確保しつつ、ステークホルダーの参画も得て、一層の連携を図っていくこ

とが重要である。 
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重点検討項目①：科学的なリスク評価の推進等 

 

化学物質は、ライフサイクルの各過程で環境に排出される可能性があり、また、非意図

的に生成されるものもある。さらに、化学物質の環境中の存在状況や、有害性等の性状も

一様ではない。このため、化学物質の固有の有害性の程度と人や生物へのばく露のレベル

を考慮し、環境を通じて人や生態系に悪影響を及ぼす可能性（環境リスク）を科学的に評

価していく必要がある。  

このような観点から、以下のａ）からｃ）の項目について、関係行政機関の取組状況を

確認した。 

 

ａ）リスク評価の推進、目標値等の設定 

ｂ）リスク評価の効率化などに向けた新たな手法の開発・活用 

ｃ）予防的取組方法を踏まえた未解明の問題への対応 

 

（１）環境基本計画における施策の基本的方向 
 

リスク評価を着実に推進するとともに、科学的な環境リスク評価を効率的に推進する

ために、リスク評価に係る新たな手法の検討等を行う。また、予防的取組方法に留意し

て、未解明の問題についての調査・研究等に積極的に取り組む。 

 

（２）現状と取組状況 
 

国は、環境リスク低減のための制度の構築・運用として、具体的には化学物質審査規

制法、「農薬取締法」（昭和 23 年法律第 82 号）等に基づくリスク評価を推進し、その

結果に基づき所要の規制処置を講じるとともに、環境中濃度のモニタリング等を実施し

ている。また、リスク評価をより適切かつ効率的に進めるため、新たな手法や未解明の

問題の検討を進めるとともに環境目標値の設定等にも取り組んでいる。 

ａ）リスク評価の推進、目標値等の設定 
ａ）リスク評価の推進、目標値等の設定 

 

現状 

 

国は化学物質のリスク評価を推進する取組として、化学物質審査規制法及び農薬

取締法に基づく評価を実施するとともに、その他文献情報やモニタリング調査結果等

を用いた初期的なリスク評価を実施している。また、有害汚染物質について環境目標

値の設定と、そのための定量評価手法の高度化等を実施し、有害汚染物質へのばく露

状況を監視している。 

新たに製造・輸入される一般用途（工業用）の化学物質については、化学物質審
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査規制法に基づき、製造・輸入前に事業者により届出された物質の有害性等を国が審

査している。一方、同法制定時（昭和 48 年）に製造・輸入されていた既存化学物質

については、スクリーニング評価により優先評価化学物質を絞り込んだ上で、必要に

応じて有害性試験結果の提出を事業者に求め、詳細なリスク評価を実施することとし

ている。スクリーニング評価では、評価の前年度に事業者等から届出のあった製造・

輸入数量、用途別出荷量（前々年度実績）等に基づき推計した全国合計排出量に分解

性を加味したばく露情報と、国において収集した有害性情報に基づき、それぞれクラ

ス分けした上で、有害性も強くばく露の指標も大きい優先度の高い物質を優先評価化

学物質相当と判定している。平成 22 年度以降のスクリーニング評価の進捗を図表２

及び図表３に示す。前回点検時以降も引き続き、関係省の合同審議会において進捗状

況の確認及び進行管理を行いつつ、一般化学物質等のスクリーニング評価及び優先評

価化学物質のリスク評価が実施されている。平成 26 年度には平成 24 年度の製造輸入

数量１トン以上の一般化学物質 11,897 物質のうち、製造輸入数量 10 トン超の一般化

学物質 7,699 物質についてスクリーニング評価を実施しており、その結果、14 物質

が新たに優先評価化学物質相当であると判定された。また、平成 27 年度は、平成 25

年度の製造輸入数量１トン以上の一般化学物質 11,810 物質のうち、製造輸入数量 10

トン超の一般化学物質 7,678 物質についてスクリーニング評価を実施し、その結果、

21 物質（有害性評価にデフォルト値を適用した２物質を含む。）が、新たに優先評

価化学物質相当であると判定され、平成 28 年６月時点では、196 物質が優先評価化

学物質に指定されている。 
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図表２．化学物質審査規制法におけるスクリーニング評価における有害性クラスの審議物

質数実績（平成 28 年１月まで）（上：人健康影響、下：生態影響） 

 

 

出典）「平成 27 年度スクリーニング評価の進め方及び評価結果」（平成 27 年度第６回薬事・食品衛生審議会薬事分科

会化学物質安全対策部会化学物質調査会 平成 27 年度第３回化学物質審議会安全対策部会 第 158 回中央環境

審議会環境保健部会化学物質審査小委員会、2015）から環境省作成 
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図表３．平成 27 年度におけるばく露クラスのスクリーニング評価結果（平成 25 年度実

績）（上：人健康影響、下：生態影響） 

 

 
 

ばく露クラス 全国合計推計排出量（トン） ばく露クラス 全国合計推計排出量（トン） 

クラス 1 10,000 超 クラス 4 10 – 100 

クラス 2 1,000 – 10,000 クラス 5 1 - 10 

クラス 3 100 – 1000 クラス外 1 以下 

注１ 数字は各クラスを付与された物質数、％は各クラスの全体に占める割合を示す。 

注２ ばく露クラス４以上の物質について有害性クラスを当てはめ、優先度マトリックス（各物質を有害性クラスとば

く露クラスの２軸の観点により「高」、「中」及び「低」に優先度をつけるもの）において有害性も強くばく露の

指標も大きい優先度「高」、及び専門家の詳細評価を踏まえ３省合同審議会において必要性が認められたものを優

先評価化学物質相当と判定。 

出典）「平成 27 年度スクリーニング評価の進め方及び評価結果」（平成 27 年度第６回薬事・食品衛生審議会薬事分科

会化学物質安全対策部会化学物質調査会 平成 27 年度第３回化学物質審議会安全対策部会 第 158 回中央環境

審議会環境保健部会化学物質審査小委員会、2015）から環境省作成 

 

リスク評価の前提となるばく露に係る情報については、化学物質環境実態調査、

有害大気汚染物質モニタリング調査、公共用水域及び地下水の水質測定、農薬残留対

策総合調査等、各種の調査・モニタリング等を実施するとともに、濃度予測モデル等

生態影響 

7678 物質 

人健康影響 

7678 物質 
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の高度化を進めつつ、化学物質排出把握管理促進法に基づく化学物質排出移動量届出

制度（ＰＲＴＲ制度）により得られる排出量等のデータのばく露評価への活用を進め

ている。 

農薬については、農薬取締法の規定に基づき登録を受けなければ製造、輸入、販

売ができない仕組みとなっている。登録に当たっては、農薬取締法第３条第１項第１

号から 10 号に該当するか検査し、問題がないと判断した農薬のみを登録することに

なっている。具体的には、事業者による登録申請を受けて国が事前に審査し、環境リ

スク評価を行っており、水産動植物への被害防止や水質汚濁に係る農薬登録保留基準

の設定方法の改善等を図りつつ、これら基準の設定を順次進めている。水産動植物の

被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準設定に係る検討状況を図表４に示す。

平成 28 年３月時点で、水産動植物の被害防止に係る登録保留基準については、292

農薬に基準値を設定し、農薬の剤型や使用方法から見て農薬が水系に流出するおそれ

がないなどの理由で 115 農薬を基準値設定不要とした。水質汚濁に係る登録保留基準

については、223 農薬に基準値を設定し、同様の理由で 113 農薬を基準値設定不要と

した。このうち、前回点検時以降に評価を行った農薬は、水産動植物の被害防止に係

る登録保留基準については、基準値設定が 74 農薬、基準値設定不要が 30 農薬で、

水質汚濁に係る登録保留基準については、基準値設定が 41 農薬、基準値設定不要が

32 農薬である。 

 

図表４．水産動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準設定の検討を行った

農薬数（累積） 

 

水
産
動
植
物
の
被
害
防
止
に
係
る
農
薬
登
録
保
留
基
準

設
定
農
薬
数
（
累
積
） 



- 8 - 

 

 
出典）環境省 

 

また、多数の化学物質の中から相対的に環境リスクが高い可能性がある物質を、

科学的な知見に基づいてスクリーニング（抽出）するための初めのステップとして、

環境リスク初期評価を実施している。第 14 次評価（平成 27 年 12 月公表）までの実

績を図表５に示す。前回点検時（平成 26 年の第２回点検時、以下同様）以降、平成

26 年度は 18 物質、平成 27 年度は 22 物質について評価を実施し、平成 27 年 12 月

までの累積評価物質はのべ 336 物質となっている。 

 

図表５．環境リスク初期評価を実施した物質数の推移 

 

出典）環境省ウェブサイト「化学物質の環境リスク初期評価関連」（http://www.env.go.jp/chemi/risk/） 
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大気汚染に係る環境基準としては、前回点検時と同様、人の健康の保護に関する

観点から、10物質（ダイオキシン類を除く。）が定められている。また、環境中の有

害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値（指針値）が９

物質について定められている。 

水質汚濁に係る環境基準のうち、人の健康の保護に関する環境基準については、

前回点検時と同様、重金属類や有機塩素系化合物、農薬など、公共用水域において27

項目、地下水において28項目が設定されている。また、公共用水域等における検出状

況等からみて、直ちに環境基準とはしないが、引き続き知見の集積に努めるべきもの

として、前回点検時と同様、要監視項目（公共用水域：26項目、地下水：24項目）が

定められている。また、生活環境の保全に関する環境基準については、公共用水域に

おいて、生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）※１、化学的酸素要求量（ＣＯＤ）※２、溶

存酸素量（ＤＯ）※３、全窒素、全燐、全亜鉛等の環境基準が定められており、その

うち、水生生物の保全に関する項目としては、前回点検時と同様、環境基準が３項目、

要監視項目が６項目定められている。 

※１  ＢＯＤ: Biochemical Oxygen Demand（生物化学的酸素要求量）。水中の有機汚濁物質を分解するために微

生物が必要とする酸素の量。値が大きいほど水質汚濁は著しい。 

※２  ＣＯＤ: Chemical Oxygen Demand（化学的酸素要求量）。水中の有機汚濁物質を酸化剤で分解する際に消

費される酸化剤の量を酸素量に換算したもの。値が大きいほど水質汚濁は著しい。 

※３  ＤＯ: Dissolved Oxygen（溶存酸素量）。水に溶解している酸素の量。水生生物の生息に必要であり、数

値が大きいほど良好な環境。 

 

取組状況 

 

＜ばく露評価の推進＞ 

【化学物質環境実態調査】（環境省） 

化学物質環境実態調査は、一般環境中における化学物質の残留状況を把握する

ため、日本各地の多媒体（水質、底質、生物、大気）を対象に、 

① 化学物質の環境残留を確認するための調査（初期環境調査） 

② ①で環境残留が確認された化学物質について、環境中の残留状況を精密に

把握するための調査（詳細環境調査） 

③ 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約（ＰＯＰｓ条約）の対象

物質及び候補物質並びに化学物質審査規制法における特定化学物質等の残留

状況を経年的に把握するための調査（モニタリング調査） 

と目的ごとの調査を実施しており、得られた測定データについては環境省内の規

制担当部署へフィードバックされ、化学物質対策の基礎情報として活用されてい

る。 

○ 平成26年度 

（初期環境調査） 

15物質(群）を調査対象物質とし、水質36地点、底質14地点、大気29地点で

調査を実施した。 
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（詳細環境調査） 

17物質(群）を調査対象物質とし、水質72地点、底質23地点、生物13地点、

大気28地点で調査を実施した。 

（モニタリング調査） 

15物質(群）を調査対象物質とし、水質48地点、底質63地点、生物25地点、

大気37地点で調査を実施した。 

平成26年度調査の結果については、平成27年12月に公表し、また、化学物質審

査規制法や化学物質排出把握管理促進法、環境リスク初期評価、「化学物質の内

分泌かく乱作用に関する今後の対応 – ＥＸＴＥＮＤ2010 - 」等の施策において

対象物質のリスク評価等に活用されている。 

○ 平成27年度 

（初期環境調査） 

15物質（群）を調査対象物質とし、水質59地点、大気36地点で調査を実施し

た。 

（詳細環境調査） 

11物質を調査対象物質とし、水質51地点、底質26地点、生物11地点、大気19

地点で調査を実施した。 

（モニタリング調査） 

16物質（群）を調査対象物質とし、水質48地点、底質63地点、生物25地点、

大気35地点で調査を実施した。 

平成27年度調査の結果については、平成28年度にデータを精査し、取りまとめ

て公表する予定である。今後も、環境省内の化学物質管理施策を行っている部署

からの要望物質について調査を行うと共に、ＰＯＰｓ条約の対象物質等の残留性

が高い化学物質について、残留状況の把握に努めていく。 

 

【化学物質の人へのばく露量モニタリング調査】（環境省） 

環境から人体に取り込まれて健康に影響を及ぼす可能性がある化学物質につい

ては、モニタリング調査により人体へのばく露量を継続的に把握し、環境リスク

評価、リスク管理のための基礎情報を得る必要がある。このため、人体試料（血

液及び尿）及び食事におけるダイオキシン類を含む化学物質のモニタリングを実

施している。 

平成14年度から平成22年度まで、「ダイオキシン類をはじめとする化学物質の

人への蓄積量調査」を実施しており、平成23年度から、新たに「ダイオキシン類

をはじめとする化学物質へのばく露量モニタリング調査」を開始したところ。平

成23年度から平成27年度までに各年３地域ずつ、計411人の住民の方々の血液や尿

を採取し、ダイオキシン類をはじめとする化学物質の蓄積量等を調査している。 

今後も引き続き、人への蓄積性の高い物質を中心に、血液・尿・食事中のモニ

タリングを継続的に行うことで、人への化学物質の蓄積状況と経年変化を総合的

に解析するとともに、化学物質が及ぼす人体への影響について検討していく。 
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【化学物質排出把握管理促進法の施行と関連する取組】（経済産業省、環境省） 

事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を

未然に防止することを目的とし、相当広範な地域の環境において継続して存する

と認められ､かつ、人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障

を及ぼすおそれのある化学物質(第一種指定化学物質)について、事業者は環境へ

の排出量や廃棄物等に含まれての移動量の届出を行い、国はその集計結果及び届

出対象外の排出量の推計値の集計結果を公表している（化学物質排出移動量届出

（ＰＲＴＲ：Pollutant Release and Transfer Register）制度）。 

併せて、事業者による当該化学物質又はそれを含有する製品の特性及び取扱い

に関する情報提供が規定されている（ＳＤＳ（Safety Data Sheet: 安全データシ

ート）制度）ことを踏まえ、国としても事業者の取組を支援する。 

ＰＲＴＲ制度は、平成13年度把握分（平成14年度集計）から実施されており、

法律に基づき、届出された排出量・移動量を集計するとともに、届出対象外とな

る排出量（届出外排出量）について推計し、翌年度、併せて公表している。平成

20年度から個別事業所のデータはそれまでの開示請求方式に加えて、国において

ウェブサイト上で公表している。 

平成25年度については、届出事業所数36,059、総排出量16.1万トン、総移動量

21.6万トン、総排出量・移動量（合計）37.6万トンであった。 

平成26年度については、届出事業所数35,573、総排出量15.9万トン、総移動量

22.4万トン、総排出量・移動量（合計）38.3万トンであった。 

現行の届出要件による届出が開始された初年度（平成15年度）と平成26年度の

集計結果を比較すると、総排出量・移動量は14.5万トン（▲27.4％）減少し、平

成20年度の対象物質の見直し前後で、継続して指定されている第一種指定化学物

質（継続物質）の排出量・移動量は16.2万トン（▲31.9％）減少している。なお、

ＰＲＴＲデータは化学物質審査規制法におけるリスク評価等に活用されている。 

ＳＤＳ制度については、平成24年度に省令改正を行い、新たにラベル表示に関

する努力義務が追加され、また、ＳＤＳ及びラベルの作成・提供に関しては、国

連ＧＨＳ文書に対応したＪＩＳ Ｚ7253で実施することが努力義務とされた。これ

に伴い、経済産業省では、平成25年度、事業者が自主的にＧＨＳ分類・表示を行

うための「ＧＨＳ混合物分類判定システム」を開発し、平成27年度よりＳＤＳ作

成方法と「ＧＨＳ混合物分類判定システム」の使い方に関する講習会を開催した。 

また、リスクコミュニケーションについては、ファシリテーターとしての役割

が行政に求められることが多いため、地方公共団体の職員を対象とした研修の中

でリスクコミュニケーションの講義・演習を行っている。 

環境省では、ＰＲＴＲデータを中心とした化学物質の環境リスクについて、住

民・事業者や自治体での調整、講義等を行い、化学物質対策における人材育成を

担う「化学物質アドバイザー」制度を実施している。さらに、専門的で分かりに

くい対象物質の毒性等の情報を分かりやすく簡潔にとりまとめた「化学物質ファ

クトシート」を作成している。 

ＰＲＴＲについては、届け出られた事業者の対象化学物質の排出量・移動量の
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総和については近年横ばいで推移しており、排出量のみについては単調減少して

いる。自主管理の改善と環境汚染の未然防止のため、今後とも、ＰＲＴＲデータ

の一層の活用について検討しつつ、集計・公表を着実に実施し、必要に応じ見直

しを行う予定である。また、ＳＤＳについては、事業者が化学物質の管理におい

て自主的にＧＨＳに対応したＳＤＳを作成していけるよう引き続き講習会等を実

施するとともに、支援ツールの充実を図る。リスクコミュニケーションについて

は、海外の事例や国内の実情を調査し、今後の施策の基本情報を入手する予定で

ある。 

（前回点検時の「今後の課題」を踏まえた取組状況） 

ＰＲＴＲ制度の円滑な運用のため、国は届出外排出量推計手法の継続的改善を

行うなど推計精度の向上に努めており、また、得られたＰＲＴＲデータは化学物

質審査規制法におけるリスク評価をはじめ、様々な施策に活用されているが、こ

うした事例を収集し、活用の推進を図っている。 

また、ＰＲＴＲデータについては集計結果だけではなく、届出を行っている個

別事業所を地図上で探し、この事業所のデータを見ることができる「ＰＲＴＲデ

ータ地図上表示システム」を環境省ウェブサイト上で公表しているほか、データ

を広く一般の方にも理解し、活用してもらえるよう解説した「ＰＲＴＲデータを

読み解くための市民ガイドブック」等の作成を行っている。 

 

【大気環境の常時監視】（環境省） 

環境中の大気汚染物質をモニタリング・公表し、環境基準等の達成状況の改善

を図り、大気環境を保全することを目的に、大気汚染防止法第22条に基づき、都

道府県及び大気汚染防止法上の政令市では大気汚染の常時監視を実施しており、

国においても大気汚染物質モニタリングを実施しているところである。また、全

国の大気汚染状況を取りまとめ公表を行っている。 

地方公共団体及び国が実施した大気汚染物質モニタリングの調査結果を環境省

はウェブサイトにおいて公表している。有害大気汚染物質の大気環境中濃度は環

境基準をほとんどの地点で達成している。 

 また、大気汚染物質広域監視システム（そらまめ君）により、全国の大気汚染

の状況について情報提供している。引き続き、地方公共団体等と連携の上、大気

環境モニタリングを実施し、モニタリング結果について公表を行う。 

 

【水環境の常時監視】（環境省） 

公共用水域の水質の測定は、「水質汚濁防止法」（昭和45年法律第138号）の規

定に基づき、水質汚濁に係る環境基準が定められている項目を中心に、各都道府

県が毎年定める測定計画に従って、都道府県、水質汚濁防止法政令市及び国（1級

河川のうち国が管理するもの）が常時監視として実施し、都道府県知事により公

表される。 

なお、都道府県知事は、測定結果を環境大臣に報告することになっており、環

境省では、その結果について水質関連システムを構築して取りまとめ、全国的な
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水質の状況を把握することにより、今後の水環境行政の円滑な推進に資すること

を目的に、公表している。平成27年度は、「平成26年度公共用水域水質測定結果

について（平成27年12月25日）」により、公表を行った。 

その概要は以下のとおり。 

<健康項目> 

・ 27項目の環境基準達成率は、99.1％（前年度99.2％） 

本施策については、平成28年度においても引き続き、都道府県、水質汚濁防止

法政令市及び国により実施された常時観測結果について、報告を受け取りまとめ、

公表する予定である。 

 

【地下水質の常時監視】（環境省） 

地下水の水質の測定は、水質汚濁防止法の規定に基づき、地下水の水質汚濁に

係る環境基準が定められている項目を中心に、各都道府県が毎年定める測定計画

に従って、都道府県及び水質汚濁防止法政令市（以下、本項目において「都道府

県等」という。）が常時監視として実施し、都道府県等により公表される。 

都道府県等は、測定結果を環境大臣に報告することになっており、環境省では、

その結果について水質関連システムを構築して取りまとめ、全国的な地下水質の

状況を把握することにより、今後の水環境行政の円滑な推進に資することを目的

に、公表している。 

平成26年度は、「平成25年度地下水質測定結果について（お知らせ）」を、平

成27年度は、「平成26年度地下水質測定結果について（お知らせ）」を公表した。

平成26年度の概要は以下のとおりであり、こうした結果に基づき、汚染（基準超

過）への対策が行われている。 

【概 要】 

 ○ 公表日は平成27年12月25日 

 ○ 概況調査は3,405本で実施し、211本（6.2％）で基準値超過 

当該施策については、平成28年度においても引き続き、都道府県等により実施

された常時観測結果について、報告を受け取りまとめ、公表する予定である。 

 

＜有害性評価の推進＞ 

【化学物質審査規制法における各種毒性試験等の実施】（厚生労働省・環境省） 

化学物質審査規制法では、製造・輸入・使用等の規制を行う対象物質を指定す

るため、国は事業者に各種毒性試験等の実施を指示することができる。また、国

も必要に応じて各種毒性試験等を実施している。 

一般用途（工業用）の化学物質については、化学物質審査規制法に基づき、既

存化学物質を含むすべての一般化学物質を対象に、スクリーニング評価をして人

の健康に係る被害等を生ずるおそれがあるものかどうかについて優先的に評価を

行う優先評価化学物質を指定する。また、ＷＳＳＤ2020年目標※の達成に向けて、

国際的な動向を踏まえながら、2020年までに人又は生活環境動植物への著しいリ

スクがあると認められる優先評価化学物質を特定するためのリスク評価を行い、
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著しいリスクがあると判明した物質については、必要な規制措置を講じる。 

厚生労働省では、難分解性等の性状を有し、かつ、人の健康を損なうおそれが

ある化学物質等について、人健康リスク評価に必要な毒性等調査を実施しており、

引き続き、対応が必要な物質について科学的なリスク評価を推進するとともに、

評価の迅速化・高度化を図るため、新たな手法の開発・実用化に努める。 

環境省では、生態系への影響を評価する観点から、国が行う予備的な毒性評価

のための試験として、６週間の鳥類繁殖毒性試験法を提案し、その妥当性の検証

を進めている。例えば、難分解性かつ高濃縮性であり、人の健康又は高次捕食動

物への長期毒性の有無が不明である化学物質（監視化学物質）については、国が

予備的な毒性評価を行った結果、高次捕食動物に対する長期毒性の疑いがあると

判定した場合、事業者に対して「20週鳥類繁殖毒性試験」 による有害性調査の実

施を指示することができる。 

平成26年度は、監視化学物質１物質についての予備的な鳥類繁殖毒性試験（６

週）を実施した。平成27年度は文献調査や妥当性の検証のための更なるデータの

蓄積のための試験計画案等の検討を行い、平成28年度に当該試験計画に基づく試

験（20週）を１物質実施する予定である。 

さらに、環境中で底質に分布し残留しやすい物質の底生生物への有害性につい

ての新たな試験法として、平成25年度から、ヨコエビを用いた試験法の開発に向

けた調査検討を行っている。引き続き、製造・輸入・使用等の規制を行う対象物

質の指定に際し、必要に応じ各種毒性試験等を実施する。 

（前回点検時の「今後の課題」を踏まえた取組状況） 

生態影響試験に係る供試生物の供給体制の一層の整備・充実については、国立

環境研究所において生態影響試験に用いる供試生物の系統に関する研究や供試生

物の供給のための施設整備を進めているところであり、引き続き課題や具体的な

対応等について検討する。(環境省) 

※ ＷＳＳＤ2020年目標 

平成14年（2002年）に開催された持続可能な開発に関する世界首脳会議（ＷＳＳＤ）において合意された

「予防的取組方法に留意しつつ、透明性のある科学的根拠に基づくリスク評価手順と科学的根拠に基づくリス

ク管理手順を用いて、化学物質が、人の健康と環境にもたらす著しい悪影響を最小化する方法で使用、生産さ

れることを2020年までに達成する」との国際目標。 

 

＜リスク評価の推進＞ 

【化学物質の環境リスク初期評価の実施】（環境省） 

潜在的に人の健康や生態系に有害な影響を及ぼす可能性のある化学物質が、大

気、水質、土壌等の環境媒体を経由して環境の保全上の支障を生じさせるおそれ

（環境リスク）について、環境媒体を経由したばく露量と毒性を科学的な観点か

ら定量的に検討した上で、両者の比較によるリスク初期評価（スクリーニング評

価）を行っている。これにより、環境リスクが相対的に高い可能性がある物質を

抽出し、評価に応じ必要な対応・措置を促すこと等により、化学物質による人や

生態系への有害な影響の発生を未然に防止する。平成9年度から化学物質の環境リ
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スク初期評価に着手し、その結果をこれまで14次にわたりとりまとめ、「化学物

質の環境リスク評価」（第１巻～第14巻。総実施物質数336物質。）として公表し

ている。 

・ 平成26年度は、18物質について評価 

・ 平成27年度は、22物質について評価 

・ 平成28年度は、十数物質について評価を行う予定であり、評価の結果「詳

細な検討を行う候補」とされた化学物質については、関係部局等へ情報提供

し、必要な取組の誘導を図るなど、評価結果に応じた対応を行う。 

過去に初期評価を実施した化学物質の関連情報収集や再評価等も必要に応じて

実施し、逐次、再評価結果を公表することとしており、今後とも、ＯＥＣＤ（経

済協力開発機構）等における試験法や評価手法等に関する検討状況を適切に把握

し、新たな知見を取り入れ、総合的な化学物質管理が必要な物質等に重点を置き

つつ、環境リスク初期評価を更に進める。 

 

【化学物質審査規制法に基づく優先評価化学物質の指定・リスク評価】（厚生労働

省、経済産業省、環境省） 

本施策は平成14年（2002年）に開催された持続可能な開発に関する世界首脳会

議において合意されたＷＳＳＤ2020年目標も踏まえ、包括的な化学物質管理とし

て実施している。 

具体的には一般用途（工業用）の化学物質については、化学物質審査規制法に

基づき、既存化学物質を含むすべての一般化学物質を対象に、スクリーニング評

価により人の健康又は生活環境動植物の生息等に係る被害を生ずるおそれがある

ものかどうかについて、優先的に評価を行う優先評価化学物質を指定し、段階的

にリスク評価を進めている。具体的には以下のとおりである。 

○ 一般化学物質等のスクリーニング評価 

・ 一般化学物質等のスクリーニング評価を平成22年度から開始し、平成21年

改正法以前の第二種及び第三種監視化学物質を含む全ての化学物質について、

スクリーニング評価を行い、リスクがないと言えない化学物質を優先評価化

学物質に指定している。 

・ 平成26年度は、平成24年度の製造輸入数量１トン以上の一般化学物質

11,897物質のうち、製造輸入数量10トン超の一般化学物質7,699物質について

スクリーニング評価を実施した。評価の結果、14物質が新たに優先評価化学

物質相当であると判定された。 

・ 平成27年度は、平成25年度の製造輸入数量１トン以上の一般化学物質

11,810物質のうち、製造輸入数量10トン超の一般化学物質7,678物質について

スクリーニング評価を実施した。評価の結果、21物質（有害性評価にデフォ

ルト値を適用した２物質を含む。）が、新たに優先評価化学物質相当である

と判定された。 

・ 平成27年度のスクリーニング評価結果も踏まえ、現在、196物質を優先評価

化学物質に指定している（平成28年４月１日現在）。 
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・ 平成28年度についても、平成26年度の製造輸入数量を用い、引き続きスク

リーニング評価を実施し、リスクがないとは言えない化学物質を優先評価化

学物質に指定していく。 

○ 優先評価化学物質のリスク評価 

・ リスク評価（一次）評価Ⅰにおいて、優先的にリスク評価（一次）評価Ⅱ

を行うべきであると判定された物質について、平成26年度は３物質、平成27

年度は７物質のリスク評価（一次）評価Ⅱを行った。その結果、６物質は暴

露評価に不確実性がある等の理由によりリスク評価（一次）評価Ⅱ継続とな

り、３物質が優先化学物質の指定取消しとなった。 

・ 平成28年度は12物質、平成29年度は18物質、平成30年度は13物質のリスク

評価（一次）評価Ⅱを実施する予定である。 

化学物質審査規制法は平成21年の法改正時の附則で施行後５年を経過した場合

の見直しが規定されていることから、施行状況等について予備的な点検・検討を

行い、課題の整理等を行うため、関係省において平成27年８月に「化審法施行状

況検討会」を設置し、平成28年３月に報告書を取りまとめた。当該検討会で挙げ

られた課題のうち技術的な事項については、厚生労働省、経済産業省、環境省の

３省合同で開催している審議会（薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全

対策部会化学物質調査会、化学物質審議会、中央環境審議会環境保健部会化学物

質審査小委員会）において検討を行うこととしている。 

また、平成28年７月に、化学物質審査規制法の施行状況及び必要な措置の検討

を含め、「今後の化学物質対策の在り方について」環境大臣から中央環境審議会

会長に諮問し、当該諮問については環境保健部会に付議されたところである。 

さらに、第四次環境基本計画で示されている海域における生態影響に関するリ

スク評価手法についても関係部局と連携しつつ検討を進める。 

（前回点検時の「今後の課題」を踏まえた取組状況） 

前記のとおり、厚生労働省、経済産業省及び環境省の３省合同審議会（薬事・

食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議

会安全対策部会、中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会）において、

評価の進捗状況の確認及び進行管理を行っている。 

 

【農薬取締法に基づくリスク評価の推進】（環境省） 

農薬については、登録に当たって検査し、問題がないと判断した農薬のみを登

録することになっている。具体的には、以下のような取組を行っている。 

・ 環境大臣は、人の健康や水産動植物に悪影響が生じないようにとの観点か

ら農薬取締法第３条第２項の規定に基づき、同条第１項第４号(作物残留）、

第５号(土壌残留）、第６号(水産動植物被害防止）、第７号(水質汚濁）の基

準(登録保留基準)を定めて告示をしている。 

・ 作物残留に係る登録保留基準では、使用した農薬の残留した農作物等が、

「食品衛生法」（昭和22年法律第233号）に基づく残留農薬基準に適合しなく

なるような使用方法での農薬登録を保留している。また、土壌残留に係る登
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録保留基準では、農薬の土壌中半減期に応じた規制を行っている。 

これらの施策の進捗状況については、以下のとおりである。 

・ 水産動植物被害防止、水質汚濁にかかる登録保留基準については、各種毒

性試験の結果を基に、個別農薬毎の基準値を中央環境審議会土壌農薬部会農

薬小委員会において審議し着実に設定している。また、農薬の剤型や、使用

方法から見て農薬が水系に流出するおそれがないと認められるものなどは、

基準値設定の必要がないものとして整理している。実績については図表６の

とおりである。 

 

図表６．農薬登録保留基準の設定状況 

 

出典）環境省 

 

・ 土壌残留に係る登録保留基準については、半減期を判定するため告示で定

めているほ場試験法をより普遍性の向上を図る観点から見直すため中央環境

審議会土壌農薬部会で審議し、中央環境審議会長より答申を得た。また、厚

生労働大臣への意見聴取を実施し、特段の意見はないとの回答を得た。 

今後、以下のとおり検討等を進める。 

・ 水産動植物被害防止に係る登録保留基準と水質汚濁に係る登録保留基準が

設定されていない農薬について、引き続き検討を進める。 

・ 土壌残留に係る登録保留基準については、今後、農業資材審議会の意見聴

取の手続きを進める。その他現行の登録保留基準の評価手法について、最新

の科学的知見の集積に努めていく。 

 

＜目標値の設定＞ 

【大気汚染に係る環境基準等の設定に資する調査検討】（環境省） 

大気汚染に係る環境基準等が未設定の物質については、その設定に向けた科学

的知見の収集・整理を進めるとともに、既に環境基準等が設定された物質等につ

いても、科学的知見の充実を継続的に進め、必要な検討を行う。 

平成26年度は、科学的知見の収集・整理の状況を踏まえ、中央環境審議会にお

いて「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について」（第十次答申）（平成26

年４月）の答申がなされ、マンガン及びその化合物について指針値を設定した。

平成27年度以降についても、引き続き、大気汚染に係る新たな環境基準等の設定

や既存の環境基準等に係る検討のため、科学的知見の収集・整理に取り組んでい

る。 
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今後とも取組を継続的に実施し、環境基準等の設定等を進める。 

 

【水質環境基準等の見直し】（環境省） 

環境基準については、現在、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関

する環境基準は27項目、水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準は13項

目が定められている（うち、水生生物保全に係る環境基準は３項目）。また、地

下水の水質汚濁に係る環境基準については、28項目が定められている。 

公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とせず、引き続き

公共用水域の検出状況など知見の集積に努めるべきものを要監視項目と定めてい

る。また、個別物質ごとの「水環境リスク」は比較的大きくない、又は不明であ

るが、環境中での検出状況や複合影響等の観点からみて、「水環境リスク」に関

する知見の集積が必要な物質として要調査項目を策定している。 

・ 平成26年度は、トリクロロエチレンに係る公共用水域及び地下水の環境基

準値を0.03mg/Lから0.01mg/Lへ見直しを行った。 

・ このほか底層溶存酸素量について、平成27年度に中央環境審議会からの答

申を踏まえ、生活環境の保全に関する環境基準に追加するとともに、平成28

年度は、底層溶存酸素量の類型指定に向けた検討を行っている。また、平成

27年度には沿岸透明度を地域において設定する目標とすることとした。 

・ 今後も、新たな科学的知見に基づいて必要な見直し作業を継続的に行う。 

環境基準項目及びその基準値、要監視項目及びその指針値については、常に適

切な科学的判断が加えられ必要な改訂を行う必要があり、必要な追加・見直し作

業を継続して行う。また、要調査項目については、知見の集積に努め、柔軟に見

直しを行う。 

 

【土壌環境基準等の設定】（環境省） 

土壌環境基準は、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持するこ

とが望ましい基準であり、土壌の汚染状態の有無を判断する基準として、また、

汚染土壌に係る改善対策を講ずる際の目標となる基準として定められており、既

往の知見や関連する諸基準に即して、設定可能なものについて設定するとの考え

方に基づき、水質環境基準、地下水環境基準等に則して設定されている。平成21

年から平成23年に１,４－ジオキサン等の水質環境基準及び地下水環境基準の項目

の追加及び基準値の変更が行われた。これらを踏まえ、土壌環境基準の見直しを

行っている。 

平成25年10月に１,１－ジクロロエチレン等の６物質に係る土壌環境基準の見直

しについて中央環境審議会に諮問し、中央環境審議会で検討が重ねられた結果、

平成26年３月に１,１－ジクロロエチレンについて土壌環境基準値を改めることが

適当である旨の答申（第１次答申）が出された。同答申を踏まえ、同年３月に土

壌環境基準告示の改正を行った。次いで、平成27年12月に１,４－ジオキサン及び

クロロエチレンについて土壌環境基準を設定することが適当である旨の答申（第

２次答申）が出されたことを踏まえ、平成28年３月に土壌環境基準告示の改正を
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行った。 

平成28年度以降、諮問された他の物質についても、土壌環境基準及び「土壌汚

染対策法」（平成14年法律第53号）に基づく特定有害物質の見直し等について検

討を進める。 

ｂ）リスク評価の効率化などに向けた新たな手法の開発・活用 
ｂ）リスク評価の効率化などに向けた新たな手法の開発・活用 

 

現状 

 

リスク評価の手法については、ＯＥＣＤにおける取組に積極的に参加することな

どにより国際連携を図りつつ、海外で検討が進んでいる先進的な評価手法の一つであ

るＡＯＰ（Adverse Outcome Pathway）や、定量的構造活性相関（ＱＳＡＲ）及びト

キシコゲノミクス等の手法、並びに農薬の環境影響をより的確に評価するための新た

なリスク評価手法の開発が進められている。 

※ ＡＯＰ(Adverse Outcome Pathway) 

化学物質が生体内の分子レベルで及ぼす作用から、細胞、組織、個体等の各レベルで生じる反応に至るまでの

過程を統合的に示すことで、化学物質が生物(群)に対して悪影響が生ずるまでの過程を解明しようとするもの。 

 

取組状況 

 

【化学物質審査規制法の枠組における、ライフサイクルの全段階を考慮したスクリ

ーニング・リスク評価手法】（厚生労働省、経済産業省、環境省） 

化学物質のライフサイクル全体でのリスク管理を行うため、化学物質の製造、

調合、使用段階だけでなく、化学物質を含む製品の長期使用段階や廃棄段階まで

含めたライフサイクル全体を考慮したスクリーニング評価、リスク評価を行う必

要がある。このため、ライフサイクル全体を考慮した評価を可能とする手法の開

発について調査検討を行っている。 

・ 平成26年度から学識経験者等の参画を得て「化審法の環境排出量推計手法

検討会」を開催し、化学物質を含む製品の長期使用段階や化学物質等の廃棄

段階における排出係数の設定を検討している。また、長期使用段階の排出係

数の検討等に供するため、製品中の化学物質の含有量、放散量、溶出量の実

測を行っている。 

・ 平成27年度も引き続き「化審法の環境排出量推計手法検討会」を開催し、

長期使用段階については、高放出用途に絞り、詳細な排出シナリオを設定し

たうえで排出係数の設定を検討した。また、長期使用段階の排出係数の検討

等に供するため、製品中の複数の化学物質の含有量について測定を行い、含

有が確認された製品について放散量、溶出量の実測を行っている。廃棄段階

については、ＰＲＴＲデータを活用しながら化学物質の用途ごとに主に含ま

れる廃棄物種類、処理施設の設定を行う一方、処理施設ごとの排出の状況の
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整理を行っている。 

・ 平成27年度にリスク評価（一次）評価Ⅱを行った２，６－ジ－ｔｅｒｔ－

ブチル－４－メチルフェノール（ＢＨＴ）については、長期使用段階からの

排出を想定し、諸外国の情報等に基づいて長期使用段階からの排出係数を設

定して暴露評価を行った。 

平成28年度も引き続き「化審法の環境排出量推計手法検討会」を開催し、平成

27年度に実施した検討を進め、排出係数が設定できたところから、化学物質審査

規制法のスクリーニング評価等への使用を検討する。また、平成27年度の検討結

果を踏まえて、製品の長期使用段階や廃棄段階における排出係数の設定を進めて

いく。さらに、輸入製品中にも化学物質が多く含まれており、その長期使用段階、

廃棄段階での排出が無視できないことから、化学物質審査規制法の暴露評価にお

けるこれらの扱いについても、製品のマテリアルフロー等を活用し考慮する方法

を検討する。 

（前回点検時の「今後の課題」を踏まえた取組状況） 

化学物質の製造から廃棄に至る継ぎ目のない化学物質の管理を目指して、引き

続き「化審法の環境排出量推計手法検討会」を関係省庁等と協力して開催し、化

学物質審査規制法における化学物質を含有する製品の長期使用段階や化学物質等

の廃棄段階の排出係数の設定等を通じて、化学物質のライフサイクルでの環境排

出量推計手法の構築を行っていく。 

 

【農薬による生態系への影響について、リスク評価・管理の手法】（環境省） 

農薬については、水産動植物以外の生物や個体群、生態系全体を対象とした以

下の観点を踏まえた新たなリスク評価・管理等の開発を目指し、生物多様性に配

慮した農薬及びその使用方法の選択に関するツール開発、及び統計学的手法を用

いた水域生態系へのリスク評価手法確立を推進している。 

・ 農薬による生態系への影響について、リスク評価・管理の手法を確立する

ことを目指す。 

・ 現在の農薬リスク評価では、魚類、藻類、甲殻類等の３点で試験をしてい

るが、例えば特定の農薬についてミジンコの試験種にはあまり影響が出ず、

他の甲殻類等には影響が出やすいとの調査結果があるなど、我が国の生態系

保全の観点からは課題がある。 

・ 現在の農薬登録制度では、農薬の水域生態系への影響について、３種の毒

性試験及び標準的な環境モデルによりリスク評価を実施しているが、生態系

全体を考慮するには課題がある。また、標準的な環境モデルで考慮しきれな

い地域差なども取り入れた環境中予測濃度の精度向上も課題となっている。

本取組では、農薬の生態系への影響について統計学的手法を用いた水域生態

系全体への定量的なリスク評価手法の確立を目指す。 

これらの進捗状況については、以下のとおりである。 

・ 地域固有の生物群集への農薬の影響を評価することができるメソコズム試

験法の開発を推進し、ベースとなる試験法の案を作成し、各地域において実
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証試験を実施した。 

・ これまでに、環境中予測濃度の地域的な変動性を推定するとともに、種の

感受性分布の解析を行った。また、５種の付着藻類の毒性試験を一度に実施

可能な方法を開発した。さらに種の感受性分布の解析から得られたデータを

活用して、特定の農薬に対してより感受性の高い生物種の試験を追加して求

めることを検討している。 

今後は、以下の取組を行う。 

・ 生物多様性に配慮した農薬及びその使用方法の選択に関するツール開発は、

各地域固有の生物多様性により影響の少ない使用農薬の選択等を可能とする

ツールとして活用されることを目指しており、今後、手法を地域に普及させ

るためより使いやすいものとして取りまとめ、その普及を推進する。 

・ 統計学的手法を用いた水域生態系へのリスク評価手法確立については、評

価手法が確立されたことから、これを活用して、感受性種間差が不明な作用

機構の農薬について調査を進める。その結果、必要に応じて水産動植物の被

害防止に係る農薬登録保留基準の設定に際して新たな試験生物種の毒性試験

データを求める。 

 

【農薬に関するモニタリングの実施】（環境省） 

設定された基準値が実環境中で担保されているか農薬モニタリングを実施して

いる。その進捗は以下のとおりである。 

・ 平成26年度は全国12箇所（のべ31農薬）、平成27年度は全国６箇所（のべ

27農薬）でモニタリングを実施した。平成26年度は３箇所で基準値の超過が

確認され、その理由の検証及び基準値超過を防ぐための対策を実施し、平成

27年度は１箇所で基準値の超過が見られたため、その理由及び基準値超過を

防ぐための対策を検証している。 

・ 水産動植物被害防止に係る登録保留基準において、農薬上市前に、一定の

標準シナリオで算定した環境中予測濃度が、３種の毒性試験から設定した基

準値を上回らないことを確認して登録している。 

登録保留基準値設定時に環境中予測濃度と基準値が近接している農薬が増えて

おり、中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会でモニタリングを戦略的に推進

すべきとされていることから、今後は出荷量等も鑑みて優先順位を検討するとと

もに、農薬の一斉分析法を開発し、効率的なモニタリングができるよう推進する。 

 

【ＱＳＡＲ・トキシコゲノミクス等の開発・活用】（厚生労働省・経済産業省・環

境省） 

平成21年の化学物質審査規制法改正を受けて、未だ評価されていない多くの化

学物質の安全性評価を早急に実施する必要があり、国際協調を図りつつ、平成32

年までに化学物質の安全性について網羅的に把握することが化学物質管理におけ

る重要な政策課題となっている。このため、化学物質の総合的な評価を加速し、

国際的な化学物質管理の取組に貢献するために、ＱＳＡＲやカテゴリーアプロー
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チ等の予測的な評価方法の開発など、化学物質の効率的で精度の高い評価手法の

開発の研究を推進する。 

厚生労働省では、厚生労働科学研究費により、有害性評価法をより迅速化、定

量化、高精度化させるための総合的かつ安定的な評価システムの開発を実施して

いる。具体的には、トキシコゲノミクスなどの情報解析技術を活用し、実験動物

に投与した際の遺伝子発現特性や代謝物質を網羅的に解析する化学物質の健康影

響評価、又はＱＳＡＲによる化学物質の健康影響評価に資するシステムの開発に

関する研究を実施している。また、研究成果を、ＯＥＣＤやオンラインを通じて、

国内外の研究者と共有することで、国際的な貢献や連携を図っている。引き続き、

トキシコゲノミクス及びＱＳＡＲの精度を上げるため、データの蓄積に努め、Ｏ

ＥＣＤ等を通じて、国際的な貢献や連携も図っていく予定である。 

経済産業省では、化学物質の有害性評価の高度化及び低コストで効率的な試験

の実施のため、実験動物の臓器及び組織の観察に替えて、主要臓器である肝臓、

腎臓の一般毒性並びに発がん性及び神経毒性について、遺伝子の発現変動を観察

することにより毒性発現メカニズムを解明し、この発現メカニズムに基づいた上

記毒性のin vitro試験系の開発を行なっており、平成23年度から平成27年度まで

研究開発を実施した。28日間反復投与毒性試験において、ラットの臓器及び組織

から、発がん性（肝発がん・腎発がん）、一般毒性（肝臓・腎臓）及び神経毒性

について、特異的な発現変動を示す毒性関連遺伝子を選定し、これらマーカーと

なる遺伝子の発現変動データを解析することによる有害性評価手法を確立した。

また、マーカー遺伝子の発現変動を発光強度として計測できる技術を開発すると

ともに、マーカー遺伝子に発光遺伝子を組み込み、細胞に導入したin vitro試験

方法を開発した。 

平成28年度は、当該試験方法の国際標準化を目指して、ラボ間比較試験等を実

施する予定。本事業で取得されたマーカー遺伝子の発現変動に基づくin vitro試

験手法の国際標準化を目指す。 

さらに、これまでの研究成果を活用して、毒性発現メカニズムに基づく、有害

性予測手法を開発することを検討する。 

環境省では、化学物質審査規制法における動物実験の代替手法の活用について、

研究開発法人国立環境研究所とともに「生態毒性予測システム」（通称：ＫＡＴ

Ｅ）の研究・開発を実施している。ＫＡＴＥは、化学物質の構造式等を入力する

ことにより、魚類急性毒性試験の半数致死濃度及びミジンコ遊泳阻害試験の半数

影響濃度の予測が可能なシステムである。また、化学物質管理に携わる事業者が、

生態への毒性影響が明らかではない化学物質について予測を行うことで、その情

報を基に当該物質の適切な取扱いや管理方策を検討する際の参考として活用可能

である。平成20年１月に試用版（ＫＡＴＥ Ｖｅｒ1.0）を公開、さらに、平成23

年３月に「ＫＡＴＥ2011」を公開し、毎年度開発を続けている。平成27年12月に

は機能追加（信頼区間の表示機能の追加など）を行った。また、３省合同審議会

における新規化学物質の審査・一般化学物質等のスクリーニング評価（生態毒

性）の参考資料としてＫＡＴＥ等の結果を配付している。 
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平成27年度には、学識経験者等の参画を得て「化審法生態影響評価手法高度化

検討会」を設置して、諸外国における生態影響に係るリスク評価等へのＱＳＡＲ

モデル、カテゴリーアプローチ等の活用実態について収集整理を行い、化学物質

審査規制法のリスク評価等への活用における課題の整理を進めている。 

平成28年度以降も引き続き、ＫＡＴＥの精度改善を行い、ＱＳＡＲモデル、カ

テゴリーアプローチ等について、生態影響に係る化学物質審査規制法のリスク評

価等への活用方法の検討を行い、結論を得たものから、順次３省合同審議会に報

告し、評価手法に反映して可能な場面から代替手法を活用していく予定である。

ＫＡＴＥについては、予測精度向上に向けた改良を引き続き行う。 

さらに、リスク評価を加速化する具体的な方策について、３省合同審議会にお

いてどのような対応が考えられるか検討する必要がある。現行法の有害性情報の

収集に関する規定を最大限活用するとともに、事業者が保有しているものの活用

されていない非ＧＬＰ（Good Laboratory Practice）データやＱＳＡＲ・カテゴ

リーアプローチ等を積極的に活用するため、現行法における評価法の運用見直し

について３省合同審議会による検討の必要がある。 

（前回点検時の「今後の課題」を踏まえた取組状況） 

・ ＯＥＣＤのＡＯＰに関する活動に国立医薬品食品衛生研究所の専門家が参

画し、遺伝性疾患等の健康影響に関するＡＯＰの外部専門家レビューに貢献

している。（厚生労働省） 

・ ＯＥＣＤの専門家会合に出席し、本事業の成果をアピールするとともに、

トキシコゲノミクス研究における各国の動向等の調査を行った。（経済産業

省） 

・ ＱＳＡＲを含めた新たな生態影響評価手法（種の感受性分布（ＳＳＤ）、

カテゴリーアプローチなどを含む。）について諸外国の情報を収集している

ところであり、「化審法生態影響評価手法高度化検討会」などで化学物質審

査規制法における具体的な活用方法について検討を進めている。（環境省） 
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ｃ）予防的取組方法を踏まえた未解明の問題への対応 
ｃ）予防的取組方法を踏まえた未解明の問題への対応 

 

現状 

 

国民の安全・安心の確保のためには、予防的な視点から、未解明の問題に対応し

ていくことが必要である。このため、化学物質の内分泌かく乱作用の評価手法の確立

や、ナノ材料（ナノマテリアル）に係る各種ガイドラインの策定と評価手法の確立の

ための取組、子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）などを進めてい

る。 

また、化学物質に対する国民の不安に対処するため、未解明の問題への対応状況

等に関する情報を含め、化学物質の環境リスクに関する情報を分かりやすく提供し、

リスクコミュニケーションの一層の推進を図っている。 

化学物質の内分泌かく乱作用については、科学的なリスク評価を最終的な目標と

したプログラムとして、平成10年（1998年）よりＳＰＥＥＤ’98、平成17年（2005

年）よりＥｘＴＥＮＤ2005、平成22年（2010年）よりＥＸＴＥＮＤ2010をそれぞれ実

施してきたところ、平成28年６月に新たに策定したＥＸＴＥＮＤ2016に基づき、既存

の試験管内試験や生物試験、新たに開発された長期試験を実施し、リスク評価・管理

に向けた取組を進めることとしている。内分泌かく乱作用の可能性が指摘されている

候補物質におけるリスク評価に向けた検討状況を図表７に示す。信頼性評価を実施し

た物質数は、平成28年３月時点で計102物質であり、その内43物質について第１段階

試験管内試験を、10物質について第１段階生物試験をそれぞれ実施している。これは、

前回点検時以降それぞれ23物質、８物質、４物質増加している。これまで、本事業で

は開発したいくつかの試験法（ＯＥＣＤ ＴＧ229魚類短期繁殖試験におけるメダカの

試験法、ＯＥＣＤ ＴＧ230魚類21日間スクリーニング試験など）がＯＥＣＤテストガ

イドラインに採用されるといった成果を上げている。その試験法を元に、これまで10

物質について内分泌系に対する影響の有無を確認するための第１段階生物試験を実施

しており、リスク評価に向けた知見が収集されつつある。第２段階生物試験等につい

ては、毒性について最終的な評価が完了した物質は存在していないが、平成27年度に

魚類のエストロゲン様作用やアンドロゲン様作用等を評価するために必要な長期試験

法が開発されており、一部の作用については、有害性を評価するために必要な試験法

が全て揃った。 
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図表７．内分泌かく乱物質に関する信頼性評価等が実施された物質数の推移 
区分 ＥｘＴＥＮＤ2005 ＥXＴＥＮＤ2010  

年度 
2008 

(H20) 

2009 

(H21) 

2010 

(H22) 

2011 

(H23) 

2012 

(H24) 

2013 

(H25) 

2014 

(H26) 

2015 

(H27) 
合計 

信頼性評価

（注１） 

選定 12 15 13 23 22 22 7 18 132 

実施 10 17 13 8 23 8 13 30 122 

 

試験対象となり

得る物質  

 

7 
 

 

11 
 

 

7 
 

 

5 
 

 

13 
 

 

8 

 

4 

 

22 
 

 

77 

試験対象としな

い物質 
3 6 6 3 10 0 9 8 45 

第１段階 （注２） 

試験管内試験 

（注３） 

選定 － － 6 11 13 5 8 22 65 

実施 － － 6 11 12 6 5 9 49 

第１段階 

生物試験 （注４） 

選定 － － － 10 4 0 2 7 23 

実施 － － － 3 3 0 3 3 12 

第１段階評価 実施 － － － － － － - - － 

第２段階 （注５） 

生物試験 
実施 － － － － － － - - － 

有害性評価 実施 － － － － － － - - － 

注１ 環境中から検出された化学物質について文献調査で得られた知見の信頼性を評価し、何を試験対象とするかを検

討する。 

注２ 内分泌系に対する作用の有無を確認する段階。 

注３ 試験管内で内分泌系に対して反応しうるかどうかを確認する試験。 

注４ 実際の生物として内分泌系に対して影響があるかどうかを確認する試験。 

注５ 有害性の有無を確認する段階。 
出典）「EXTEND2010 に基づく平成 27 年度第２回化学物質の内分泌かく乱作用に関する検討会     

資料１   化学物質の内分泌かく乱作用に関連する報告の信頼性評価について(案）    

資料２－１ 生態影響評価のための第 1段階試験について(案）              

資料２－２ 第１段階生物試験の実施結果について(案）」（環境省、2016.3.24）一部修正  

 

取組状況 

 

＜疫学研究の実施＞ 

【子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）】（環境省） 

近年、環境中の化学物質が子どもの心身の健康に与える影響への懸念が広がっ

ている。このため、10万組の親子を対象とした大規模かつ長期のコホート調査

「子どもの健康と環境に関する全国調査」（エコチル調査）を実施し、子どもの

健康に影響を与える環境要因を明らかにすることにより、適切なリスク管理体制

を構築し、安全・安心な子育て環境の実現と少子化対策への貢献に繋げる。平成

22年度から平成25年度末までの３年間で全国15ヶ所のユニットセンターを拠点に

エコチル調査の参加者募集を行い、目標参加者数である約10万人の登録を終了し

た。 

平成27年度は、子どもが13歳になるまで半年に一度質問票を用いて行う追跡調

査（10万人の全参加者対象）と詳細調査（全国調査10万人の中から抽出された５

千人程度を対象とし、医師による健康調査・生体試料採取、精神発達調査、環境

試料採取を実施）を継続するとともに、生体試料の化学分析については前年度よ

りも検体数を増加して実施している。 

また、エコチル調査と同様の出生コホート調査を実施している欧州諸国等と調

査に関する国際連携・協力をはかるため、平成23年度に設立された「大規模出生

コホート調査に関する国際作業グループ」にも引き続き参加している。平成25年

度末に約10万人の母親の募集を終え、現在その母親から生まれた子どもの追跡調
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査を行っている。 

半年に１度依頼している質問票の回収率は８割以上を維持しているが、今後も

引き続き調査に参加していただくことが本調査にとって重要な課題である。調査

結果がまとまるのに時間を要するが、参加者及び国民に本調査の必要性を理解し

てもらうためにも、まとまった成果を可能な範囲で随時公表していくこととして

いる。また、シンポジウム等の場を活用して、公表結果の周知に努める。 

 

＜評価技術・手法の検討＞ 

【内分泌かく乱作用のリスク評価に向けた取組】（厚生労働省、経済産業省、環境

省） 

我が国では、化学物質の内分泌かく乱作用について1998年から対応を行ってい

る。平成24年４月に閣議決定された「環境基本計画」では、「化学物質の内分泌

かく乱作用については、ＯＥＣＤの取組に積極的に参加しつつ、評価手法の確立

と評価の実施を加速化して進めるとともに、必要な調査研究及び国民への情報提

供を実施する。」とされたことから、関係各省において評価手法の確立等の取組

が行われている。 

厚生労働省では、主として人の健康への影響の観点から取組を行っている。厚

生労働科学研究費等により、内分泌かく乱作用について、作用メカニズムの解明、

毒性評価方法の確立等を目指し、研究を実施している。また、ＯＥＣＤの内分泌

かく乱関係のテストガイドライン作成に、国立医薬品食品衛生研究所の専門家が

関与し、国際統一的な評価手法の開発等に貢献している。 

引き続き、内分泌かく乱作用について、作用メカニズムの解明、毒性評価方法

の確立等を目指し、研究を推進していく。また、ＯＥＣＤ等を通じて、国際的な

貢献や連携も図っていく。 

経済産業省では、主として産業活動の観点から取組を行っており、欧米等で規

制の動きがある内分泌かく乱作用物質について、我が国企業が活用しやすいよう

な低コストで効率的なスクリーニング試験方法を開発している。また、当該試験

方法のＯＥＣＤテストガイドライン化を目指して必要な対応を行っている。 

・ 平成10年度から平成16年度まで研究開発を実施し、低コストで効率的なス

クリーニング試験方法を６つ開発した。 

・ 平成17年度から平成22年度にかけては、当該試験方法の改良を重ね、ＯＥ

ＣＤにテストガイドライン化の提案を行い、４つの試験法についてテストガイ

ドライン化した。 

・ 平成23年度からは、引き続き、まだテストガイドライン化が完了していな

かった試験法について改良等を行い、平成27年度には１つの試験法が承認され、

平成28年のＯＥＣＤ化学品合同会合において、残りの試験法がテストガイドラ

インとして承認される見込み。 

・ 今後も引き続き、ＯＥＣＤでのテストガイドライン化の動向や、海外での

規制の動向について注視していく。 

環境省では、主として生態系を中心に環境保全の観点から取組を行っている。
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これまで、2010年に策定されたＥＸＴＥＮＤ2010の元で化学物質の内分泌かく乱

作用が生物に及ぼす影響を評価する枠組みを構築した上で、これに必要となる試

験法の開発、整備を進めるとともに、環境中で検出された物質について、順次知

見を集め、必要に応じて試験を実施しつつ、有害性評価を行っている。 

・ 平成26年度は試験管内試験や生物試験の対象となった８物質について試験

を行い、評価作業を進めた。 

・ 平成27年度は試験管内試験や生物試験の対象となった９物質について試験

を行い、評価作業を進めた。 

また、我が国はＯＥＣＤ等における国際的議論に積極的に参画するとともに、

試験法のテストガイドライン化等により化学物質の内分泌かく乱作用に関する科

学的知見の収集に貢献した。 

平成22年度から開始したＥＸＴＥＮＤ2010は、内分泌かく乱作用を評価するた

めの枠組を策定し、その枠組に対応する試験法を開発してきた。特に平成27年度

には、魚類のエストロゲン様作用やアンドロゲン様作用等を評価するために必要

な長期試験法が開発されており、一部の作用については、有害性を評価するため

に必要な試験法が全てそろった。しかし、実際にリスクの評価や管理には至って

いないという課題があることから、平成28年6月にＥＸＴＥＮＤ2016という新たな

プログラムを策定した。 

今後は、ＥＸＴＥＮＤ2016に基づいて、既存の試験管内試験や生物試験、新た

に開発された長期試験を実施し、リスク評価・管理に向けた取組を進める。 

（前回点検時の「今後の課題」を踏まえた取組状況） 

・ 厚生労働科学研究費による研究の実施や、国立医薬品食品衛生研究所の専門家

等によるＯＥＣＤの活動への参画により、評価手法の確立と評価の実施をして

きたところであり、今後も同様の手法で更なる検討等を進める。（厚生労働

省） 

・ 試験方法について、引き続き国際標準化すべくＯＥＣＤテストガイドライン化

を目指している。平成28年のＯＥＣＤ化学品合同会合において、当該試験法が

テストガイドラインとして承認される見込み。（経済産業省） 

・ 平成27年度に、魚類と両生類の第２段階で用いる試験法がＯＥＣＤで承認され、

一部の作用に関しては第１段階、第２段階双方の試験法開発が完了し、リスク

評価を行うための体制づくりが大きく前進した。また、リスク評価の実施に必

要な試験管内試験や生物試験についても上記の物質数を実施している。（環境

省） 

 

【ナノ材料のリスク評価に向けた取組】（厚生労働省、経済産業省、環境省） 

ナノ材料は、急速な技術開発の進展により、エネルギー、インフラ、健康医療

等を支える機能性材料として活用されている。しかし、その一部についてアスベ

ストと類似した有害性の指摘があるなど、同一の物質であっても、粒子の大きさ

や形状毎に有害性が異なるため、健康や環境への影響を評価するための必要十分

なデータが得られていないこと等の課題があり、社会的な関心が高まっている。 
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また、国際的にも、ナノ材料の安全性評価が課題と認識され、ＯＥＣＤでは、

代表的ナノ材料について安全性データ集を作成・公表し、また、ＯＥＣＤ理事会

勧告の下、ナノ材料の特性に応じたテストガイドラインやガイダンス文書の制

定・改正に取り組んでおり、我が国においても、関係各省庁で取組が進められて

いる。 

厚生労働省では、人の健康への影響を評価する観点から、産業利用を目的とし

て意図的に生成、製造されるナノ材料及びナノ材料利用製品について、有害性評

価手法を開発し、ナノ材料の有害性情報等の集積に資する研究を実施している。

また、ＯＥＣＤのＷＰＭＮの活動に国立医薬品食品衛生研究所の専門家を派遣す

るなどし、国際統一的な評価手法の開発等に貢献している。ナノ材料の安全性の

観点からの社会的な受容に根ざした開発を推進するために、毒性発現のメカニズ

ムの解明と並行した安全性試験手法の開発を推進しており、引き続き、研究やＯ

ＥＣＤの活動を通じて、必要な施策を実施する。 

また、厚生労働省では、労働衛生の観点から、ナノ材料の長期吸入によるがん

原性試験を実施している。 

平成26年度まで多層カーボンナノチューブ（ＭＷＮＴ－７）の吸入による長期

がん原性試験を実施した。試験の結果、実験動物にがんを引き起こすことが確認

され、労働者がこの物質に長期間ばく露された場合に、がんを生ずる可能性が否

定できないことから、事業者に対して健康障害防止のための指針を公示した（平

成28年３月31日）。 

経済産業省では、主として産業活動の観点から安全性評価手法体系の開発を実

施している。 

具体的には、コストが高く、国内で実施できる試験機関が限られている従来の

吸入暴露試験法のスクリーニング試験として、低コストで簡便な気管内投与試験

法を開発する。また、多種多様なナノ材料について、効率的な試験を行うため、

有害性の観点からグルーピングが可能なよう、同等性に係る判断基準の確立を行

っている。 

・ 平成23年度から平成27年度まで研究開発を実施し、ナノ材料の低コスト・

簡便な有害性試験として気管内投与試験法を開発するとともに、有害性の同

等性判断基準を確立した。 

・ 平成28年度は、ナノ材料の気管内投与試験について、国際標準化を目指し

て、ラボ間比較試験を行うとともに、ＯＥＣＤへの情報発信等を行う。開発

したナノ材料の気管内投与試験について、ＯＥＣＤ等の国際標準化を目指し、

ラボ間比較試験、ＯＥＣＤへの情報発信等を実施する。 

また、同等性判断基準については、各国の有識者と意見交換を行い、認知度を

高める活動を行っている。 

環境省では、環境中へのナノ材料の排出によるリスク評価を行うことを目的と

して取組を行っている。 

平成26年度にはナノサイズの二酸化チタンに関する暴露モデルを想定し、一般

大気環境中での挙動の測定手法の確立に向けた実証実験を行った。また、ナノ材



- 29 - 

 

料の水生生物及び人健康に対する有害性に関する文献調査・収集を実施した。 

平成27年度にはカーボンナノチューブの環境中濃度の測定手法の確立に向けた

実証実験を行った。また、ナノ材料の水生生物及び人健康に対する有害性に関す

る文献の調査・収集、及び信頼性評価を実施した。これらの取組は、今後人や環

境中の生物が工業用ナノ材料から受ける可能性があるリスクを評価するために活

用する予定。本調査では、工業ナノ材料の環境中挙動及び生態毒性に関する知見

を整理しており、環境行政としての対応の必要性に関する知見を収集してきた。

今後は特にＩＡＲＣ（国際がん研究機関）において発がんへの危険性がグループ

２Ｂ（ヒトに対する発がん性が疑われる）に分類されたカーボンナノチューブに

ついて、優先的に環境を経由したばく露実態の把握手法を検討する。 

ただし、環境中の工業用ナノ材料は自然由来の微小物質との区別をつけること

が非常に難しく、測定技術を確立するに当たっての技術的な課題が多い。 

（前回点検時の「今後の課題」を踏まえた取組状況） 

・ 厚生労働科学研究費による研究や国立医薬品食品衛生研究所の専門家等がＯ

ＥＣＤの活動に参画することにより、評価手法の確立や有害性情報の集積等を

実施してきたところであり、今後も同様の手法で更なる検討等を進める。（厚

生労働省） 

・ 産業現場で使用されるナノ材料の有害性調査のため、多層カーボンナノチュ

ーブのうちの１種類について動物実験による吸入での長期がん原性試験を実施

し、発がんの証拠が認められたことから、当該種類については厚生労働大臣の

指針（がん原性指針）の対象物質とし（平成28年３月31日公示）、ばく露防止

対策等を示したところである。また、当該指針においては作業環境測定も実施

すべきこととされており、測定手法について検討を行い、適切と考えられる手

法を厚生労働省労働基準局長通知（同日付け）で示したところである。（厚生

労働省） 

・ ナノ材料について、初期有害性情報を得るための低コストで簡便な試験法の

開発を行った。また、ナノ材料の安全性に関する科学的知見、事業者の自主的

な安全対策の実施状況等について、事業者等から情報を収集し、当省のウェブ

サイトで公開している。ＯＥＣＤ工業ナノ材料作業部会においては、代表的な

ナノ材料についてDossier（有害性評価書）を作成し、平成27年６月に公開され

たところであるが、我が国は単層カーボンナノチューブ、多層カーボンナノチ

ューブ、フラーレンの３材料のDossier作成を主導した。更に上記３材料の

Dossierのサマリーを作成中である。（経済産業省） 

・ 二酸化チタンやカーボンナノチューブの環境中の測定手法について実験を行

い、自然由来の微小物質との区別をどのようにつけるか等、測定手法を確立す

るための課題を整理した。また、我が国での取扱のあり方を検討するため、工

業用ナノ材料の人健康及び生態系への影響に関する国内外の最新知見や、諸外

国の対応状況を調査している。（環境省） 
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【化学物質の複合影響に関する評価事業】（環境省） 

化学物質のリスク評価は、これまで個々の物質ごとに行われてきたが、実際の

環境中では複数の化学物質に同時に暴露されることとなるため、その影響(複合影

響)の評価手法に係る検討が進められている。これらを踏まえた化学物質の複合影

響に関する知見の収集及び対応策の検討を行うことを目的としている。 

平成26年度には、複合影響の評価手法を検討するため、ＷＨＯ／ＩＰＣＳ（世

界保健機関/国際化学物質安全性計画）が提案するフレームワークを用いてフタル

酸エステル類等の物質群について、ケーススタディを行った。また、米国・カナ

ダにおける検討状況を調査するとともに、メダカに対する化学物質の同時ばく露

試験を行った。平成27年度には、複合影響の評価手法を検討するため、ＷＨＯ／

ＩＰＣＳが提案するフレームワークを用いてＰＢＤＥ（ポリブロモジフェニルエ

ーテル）類等の物質群についてケーススタディを行った。また、欧州における検

討状況の情報収集を行うとともに、メダカに対する化学物質の同時ばく露試験を

行った。これらの成果は、今後化学物質の複合影響の評価手法を検討する上で参

考とする予定である。 

化学物質の複合影響については関心が一層高まり、ＯＥＣＤにおいても基本的

考え方、評価の方法論等を整理したガイダンスを作成すべきことが議論される等、

検討が始まりつつある。そのため、物質の構造の類似性や、作用機序の同一性に

着目しつつ、環境行政としてどのような形で化学物質の複合影響評価を行うべき

かについて、国際的な動向把握を進めながら検討を進める。また、ＷＨＯ／ＩＰ

ＣＳのフレームワークに基づいたケーススタディを積み重ねてＯＥＣＤへ情報提

供を行い、ＯＥＣＤでのガイダンス作成をサポートする。 

（前回点検時の「今後の課題」を踏まえた取組状況） 

ＯＥＣＤや諸外国で行われている取組を踏まえ、ＷＨＯ／ＩＰＣＳのフレーム

ワークに基づいて、物質の構造の類似性や、作用機序の同一性に着目した物質群

（フタル酸エステル類やＰＢＤＥ（ポリブロモジフェニルエーテル）類等）につ

いてケーススタディを積み重ねて検討を進めている。 

 

【環境中微量化学物質による影響評価事業】（環境省） 

環境中の微量な化学物質による健康影響については、多様な症状の誘発や増悪

を訴える人がいるものの、その病態や発症メカニズムについては不明な点が多い

ことから、それらの解明を行うことを目的としている。 

平成26年度には、心身医学的解析、遺伝子解析等のための診療データの収集、

整理を実施した。平成27年度には、病態を整理するためにこれまでに得られた知

見の取りまとめを実施した。 

微量な化学物質の影響に関する一連の検討結果を取りまとめ、平成28年６月に

公表した。 

（前回点検時の「今後の課題」を踏まえた取組状況） 

環境中の微量な化学物質によって引き起こされるとされる健康影響は、これま

で中毒、アレルギー、心因性等の様々な要素が考えられてきた。そのため、まず
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それぞれの要素について検討を行った上で知見を整理し、その病態の考え方を示

すための横断的な検討を行った。 

 

【水環境中で検出される医薬品等（ＰＰＣＰｓ）による生態系への影響把握検討事

業】（環境省） 

環境中で検出される医薬品等については、国際化学物質管理会議第４回会合

（ＩＣＣＭ４）で新規政策課題に加えられる等、注視されていることから、我が

国の水環境中に含まれる医薬品等の状況を確認するとともに、それらの水生生物

に対する影響を検討する。 

平成26年度は、水環境中の医薬品等の生態系への影響を、ＯＥＣＤにおいて新

たな化学物質の評価手法として検討が行われているＡＯＰ(Adverse Outcome 

Pathway)をモデル的に作成し、ＡＯＰを活用する際の課題を検討した。また、諸

外国における検討状況や文献知見に基づく生態系への影響について情報収集を行

った。平成27年度は、水環境中から検出された抗生剤等について、環境実態調査

で得られた検出状況と既存の文献に基づく水生生物に対する影響濃度を比較した

簡易的なリスク評価を実施した。また、諸外国における検討状況や文献知見に基

づく生態系への影響について情報収集を行った。 

本事業では、水環境中で検出された医薬品等が生態系に与える影響を検討する

ために必要な知見を集め、一部について簡易的なリスク評価を実施してきた。本

課題はその影響が未解明な部分が多いことから、引き続き諸外国の状況を注視し

つつ知見を収集していく。 
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重点検討項目②：ライフサイクル全体のリスクの削減 

 

化学物質による環境を通じた人の健康や生態系に悪影響を及ぼす可能性（環境リスク）

を全体で削減していくためには、化学物質の製造・輸入・使用、大気・水・土壌への排出、

リサイクル、廃棄に至るライフサイクルの各段階において、様々な対策手法を組み合わせ

た包括的なアプローチを戦略的に推進することが重要となる。 

このような観点から、以下のａ）からｄ）の項目について、関係行政機関の取組状況を

確認した。 

 

ａ）化学物質の製造・輸入・使用段階での規制の適切な実施や、事業者の取組の促進 

ｂ）化学物質の環境への排出・廃棄・リサイクル段階での対策の実施 

ｃ）過去に製造された有害化学物質や汚染土壌・底質等の負の遺産への対応 

ｄ）事故等により化学物質が環境へ排出された場合の措置 

 

（１）環境基本計画における施策の基本的方向 
 

ライフサイクル全体のリスクの削減のため、製造・輸入・使用・環境への排出・リサ

イクル・廃棄のあらゆる段階において、自主的取組手法、情報的手法、規制的手法等を

適切に組み合わせ、リスク評価の結果に基づくリスクの低減措置を一層推進し、化学物

質のライフサイクル全体のリスクを削減していく。 

 

（２）現状と取組状況 
 

国は、人材育成や各種支援策を通じて、国民、ＮＧＯ・ＮＰＯ、事業者及び地方公共

団体の取組の基盤を整備するとともに、環境リスク低減のための制度の構築・運用に取

り組む必要がある。具体的には、化学物質の製造・輸入・使用から環境への排出、リサ

イクル・廃棄に至るライフサイクル全般を通じて各種法令による規制や事業者による管

理を促進し、過去に製造された有害化学物質や汚染土壌への対策、事故時の対応を進め

る必要がある。 

ａ）化学物質の製造・輸入・使用段階での規制の適切な実施や、事業者の取組の促進 
ａ）化学物質の製造・輸入・使用段階での規制の適切な実施や、事業者の取組の促進 

 

現状 

 

一般用途（工業用）の化学物質及び農薬の製造・輸入・使用については、それぞ

れ化学物質審査規制法及び農薬取締法により規制措置を講じてきている。前述のとお

り、平成21年には化学物質審査規制法が一部改正され、既存化学物質も含めた包括的

管理制度が平成23年度より導入された。 
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化学物質審査規制法における一般化学物質、優先評価化学物質及び監視化学物質

について届出られた製造・輸入の実績数量分布を図表８に示す。また、農薬取締法に

おける農薬の出荷量の推移を図表９に示す。 

 

図表８．化学物質審査規制法における一般化学物質、優先評価化学物質及び監視化学物質

について届出られた製造・輸入の実績数量分布（一般化学物質） 

 

注 年間１トン以上製造・輸入した事業者に対し、その数量の届出義務が課されている。図表は、合計数量を横軸に示

し、各分布に該当する物質数を縦軸に示したもの。 

 

（優先評価化学物質） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 年間１トン以上製造・輸入した事業者に対し、その数量の届出義務が課されており、毎年度、製造・輸入数量の合

計値が 100 トン以上の優先評価化学物質については、当該合計数量を公表することとしている。図表は、合計数量

を横軸に示し、各分布に該当する物質数を縦軸に示したもの。 
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（監視化学物質） 

 

注 年間１キログラム以上製造・輸入した事業者に対し、その数量の届出義務が課されており、毎年度、製造・輸入数

量の合計値が１トン以上の監視化学物質については、当該合計数量を公表することとしている。図表は、合計数量

を横軸に示し、各分布に該当する物質数を縦軸に示したもの。 

出典）経済産業省の公表資料から環境省作成 

 

図表９．農薬の出荷量の推移（平成元～26 年農薬年度） 

 
出典）農林水産省ウェブサイト（http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_info/） 

 

化学物質審査規制法における新規化学物質の届出件数は図表 10 のとおりである。

約 40 年間の推移をみると、長期的には増加傾向で推移している。 

 

 

（物質数） 
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図表10．新規化学物質届出件数の推移 

 
 

 

 
 

 

注１ 低生産量新規化学物質：全国の製造輸入数量が一年度あたり 10 トン以下の新規化学物質であり、分解

度試験及び濃縮度試験の審査を受ける必要がある。 

注２ 少量新規化学物質：全国の製造輸入数量が一年度当たり１トン以下の新規化学物質。届出に当たり、有

害性情報等の提出を不要としている。 

出典）（通常新規・低生産量新規）経済産業省ウェブサイト                    

（http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/information/sekou.html） 

（少量新規）環境統計集（http://www.env.go.jp/doc/toukei/index.html） 

 

化学物質審査規制法に基づく第一種特定化学物質の指定状況を図表11に示す。難

分解性、高蓄積性及び長期毒性が判明した物質については、第一種特定化学物質に指

定され、製造、輸入、使用が原則禁止されることとなる。化学物質審査規制法施行直

後にＰＣＢが指定されて以降、逐次物質が追加指定され、合計30物質となっている。

長期毒性をもち相当広範な地域の環境中に相当程度残留することによるリスクが認め

 （平成 23 年まで暦年、平成 24 年から年度） 

 少量新規 

届
出
件
数
（
件
／
年
） 

届
出
件
数
（
件
／
年
） 

低生産量新規 

（高濃縮でなく年間製造・輸入数量１０トン以下） 

通常新規 

 （年度） 
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られる物質については、第二種特定化学物質に指定されるが、第二種特定化学物質の

中で試験研究用以外で製造・輸入されてきた主な物質であるトリクロロエチレン、テ

トラクロロエチレン及び四塩化炭素の出荷数量（輸出及び中間物向け以外）を図表12

に示す。トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンについては出荷数量は減少傾

向にあり、四塩化炭素は「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」

（昭和63年法律第53号）に基づき、平成18年以降は試験研究・分析用途も含めて製造

が全廃された。 

 

図表 11．第一種特定化学物質の指定物質数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）環境省 

 

図表 12．第２種特定化学物質の出荷数量（輸出及び中間物向け以外）の推移 

 

出典）経済産業省ウェブサイト

(http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/information/sekou.html） 

第
一
種
特
定
化
学
物
質
の
指
定
物
質
数 
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取組状況 

 

＜用途に応じた規制の実施に関する取組＞ 

【化学物質審査規制法における規制の実施】（厚生労働省、経済産業省、環境省） 

化学物質審査規制法では、人の健康及び生態系に影響を及ぼすおそれがある化

学物質による環境の汚染を防止することを目的とし、新規化学物質に関する審査

及び規制、上市後の化学物質に関する継続的な管理措置、化学物質の性状等に応

じた規制等を行う。 

化学物質審査規制法の施行状況は以下のとおり。 

① 新規化学物質の届出・申出件数 

 ・ 平成27年度の新規化学物質の届出件数は567件 

 ・ 平成27年度の少量新規化学物質の申出件数は35,357件 

② 規制対象物質等の指定状況（平成28年４月１日現在） 

 ・ 第一種特定化学物質：31 (ＰＣＢ等) 

 ・ 第二種特定化学物質：23 (トリクロロエチレン等) 

 ・ 監視化学物質：37 （テトラフェニルスズ等) 

 ・ 優先評価化学物質：196（フェノール、ベンゼン等） 

 

平成27年５月に開催されたＰＯＰｓ条約第７回締約国会議の議論を踏まえ、平

成28年３月に化学物質審査規制法施行令を改正し、新たに条約上の廃絶対象とす

ることが決定された塩素数が２であるポリ塩化ナフタレン及びペンタクロロフェ

ノール又はその塩若しくはエステルを第一種特定化学物質に指定（同年４月１日

施行）するとともに、当該物質が使用されている場合に輸入することができない

製品群を指定（同年10月１日施行予定）した。 

化学物質審査規制法については、平成21年の法改正時の附則で施行後５年を経

過した場合の見直しが規定されていることから、施行状況等について予備的な点

検・検討を行い、課題の整理等を行うため、関係省において平成27年８月に「化

審法施行状況検討会」を設置し、検討を開始し、平成28年３月に報告書を取りま

とめた。当該検討会で挙げられた課題のうち技術的な事項については、厚生労働

省、経済産業省、環境省の３省合同で開催している審議会（薬事・食品衛生審議

会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会、中央環境

審議会環境保健部会化学物質審査小委員会）において検討を行うこととしている。 

また、平成28年７月に、化学物質審査規制法の施行状況及び必要な措置の検討

を含め、「今後の化学物質対策の在り方について」環境大臣から中央環境審議会

会長に諮問し、当該諮問については環境保健部会に付議されたところである。 

化学物質の安全性情報に関する情報発信の取組として、平成20年５月から、化

学物質審査規制法に基づく新規化学物質の審査情報や過去に行った既存化学物質

の安全性点検の結果等の情報を掲載した「化審法データベース（通称：Ｊ－ＣＨ

ＥＣＫ）」を公開している。また、環境省においては、平成23年３月には、化学

物質ごとに、適用法令が検索でき、省庁・関係機関等が提供している性状・有害
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性等のデータベースがリンクされた「化学物質情報検索支援システム（通称：ケ

ミココ）」を公開し、事業者や国民へのわかりやすい情報提供に努めている。 

平成24年２月に一部の有機顔料が非意図的に生成したＰＣＢを含有することが

判明したことを受け、平成24年７月から有機顔料中で非意図的に副生するＰＣＢ

の工業技術的・経済的に低減可能なレベルについて関係省とともに検討し、平成

28年１月に報告書がとりまとめられた。本報告書を踏まえ、平成28年３月に副生

第一種特定化学物質を含有する化学物質の取扱いについて関係団体・事業者等に

周知している。引き続き、化学物質審査規制法に基づき適切な化学物質規制を実

施する。 

（前回点検時の「今後の課題」を踏まえた取組状況） 

化学物質審査規制法の施行状況等について予備的な点検・検討を行い、課題の

整理等を行うため、関係省において平成27年８月に「化審法施行状況検討会」を

設置し、検討を開始し、平成28年３月に報告書を取りまとめた。 

また、平成28年７月に、化学物質審査規制法の施行状況及び必要な措置の検討

を含め、「今後の化学物質対策の在り方について」環境大臣から中央環境審議会

会長に諮問し、当該諮問については環境保健部会に付議されたところである。 

 

【ＰＯＰｓ条約対象物質含有製品の適正な取扱い】（環境省）（Ｐ37 の一部再掲） 

ＰＯＰｓ条約において廃絶・制限対象とすることとされた化学物質については、

化学物質審査規制法に基づく第一種特定化学物質に指定し、製造・輸入・使用を

原則禁止するとともに、政令で定める製品で第一種特定化学物質が使用されてい

るものについて、輸入を禁止する措置を講じている。 

また、化学物質審査規制法では、第一種特定化学物質が使用されている製品に

ついては、第一種特定化学物質が製品から環境中に放出される量を可能な限り抑

えるため、その取扱いに係る技術上の基準や環境の汚染を防止するための措置等

に関し表示すべき事項を定めることとしている。 

平成27年５月に開催されたＰＯＰｓ条約第７回締約国会議の議論を踏まえ、平

成28年３月に化学物質審査規制法施行令を改正し、新たに条約上の廃絶対象とす

ることが決定された塩素数が２であるポリ塩化ナフタレン及びペンタクロロフェ

ノール又はその塩若しくはエステルを第一種特定化学物質に指定（同年４月１日

施行）するとともに、当該物質が使用されている場合に輸入することができない

製品群を指定（同年10月１日施行予定）した。 

平成22年４月１日付けで第一種特定化学物質に指定されたペルフルオロ（オク

タン－１－スルホン酸）（別名ＰＦＯＳ）又はその塩については、例外的に一部

の用途への使用を認めており、当該物質が使用された製品の取扱いに係る技術上

の基準及び環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項を定めてい

る。なお、ＰＦＯＳ又はその塩の使用に係る届出が平成22年度に２件あり、平成

27年度までに使用事業廃止の届出がなされた。ＰＯＰｓ条約に基づく廃絶・制限

対象物質について、化学物質審査規制法において引き続き適切に対応する。 
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【農薬取締法における規制等の実施】（農林水産省、環境省） 

農薬は、定められた使用方法で使用した場合に、病害虫防除等の効果がなけれ

ばならないことはもちろんであるが、人の健康や環境への悪影響が生じないかに

ついても審査した上で登録している。また、人の健康や環境への悪影響を防止す

るためには、農薬の使用に当たって、定められた使用方法を遵守する必要がある

ことから、「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」（農林水産省・

環境省令）を定め、適用農作物等の範囲、農薬の使用量、回数、使用時期等の使

用基準の遵守等を義務づけるとともに、農薬危害防止運動等を通じて、農薬の適

正使用を推進している。具体的には、以下の取組を実施している。 

・ 農薬登録に際し、毒性、水質汚濁性、水産動植物への影響、残留性等につ

いて厳格に審査するとともに、農薬ごとに使用方法を定め、その遵守の徹底

を図っている。 

・ 農薬の安全かつ適正な使用、使用中の事故防止、環境に配慮した農薬の使

用等を推進するため、毎年６月～８月までの３ヶ月間、農薬危害防止運動を

実施している。 

・ 公園等の公共施設の植物、街路樹や住宅地に近接する農地及び森林等（住

宅地等）において農薬を使用する際、農薬の飛散を原因とする住民等の健康

被害が生じないよう、住宅地等における農薬使用時の農薬使用者の遵守すべ

き事項を示した「住宅地等における農薬使用について」（農林水産省及び環

境省の局長連名通知）を平成25年４月に改正し、物理的防除等による農薬使

用回数及び量の削減や農薬の飛散の防止、幅広い事前周知の実施等により周

辺住民に対して配慮するなど、同通知に基づく指導を徹底している。 

・ 環境省は、「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル」を平成22年５

月に策定（平成25年１月改訂）し、農薬の使用に伴う周辺への悪影響が生じ

ないよう周知している。 

・ 農林水産省は、平成25～27年度の消費・安全対策交付金により、農薬使用

者等への農薬の適正使用・管理の徹底に向けた取組、農薬の飛散・農産物等

への残留調査及び飛散防止技術等の効果を確認する取組を支援した（平成28

年度も支援を実施中）。 

・ 環境省は、ゴルフ場において農薬が適正に使用され、水質汚濁を未然に防

止するため、暫定指導指針を定め、ゴルフ場排水中の農薬濃度が指針値を超

過しないよう指導している。これに基づき、都道府県等で調査を行っており、

平成26年度は全国で17,328検体の水質調査が行われ、指針値の超過は見られ

なかった。 

引き続き農薬登録に際し厳格な審査を行いつつ、農薬危害防止運動等を通じて、

農薬の使用基準の遵守等、農薬の適正使用の指導を推進するほか、現行の使用規

制が適切なものとなっているか知見の集積・検証に努める。 
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＜ライフサイクル全体における対策の実施＞ 

【ライフサイクル全体における水銀対策の推進】（経済産業省、環境省） 

水銀のライフサイクル全体に係る対策を定めた水銀に関する水俣条約について、

国内での取組を着実に推進する。 

平成25年10月に我が国で水銀に関する水俣条約が採択されたことを受け、我が

国における今後の水銀対策が中央環境審議会及び産業構造審議会において審議さ

れた。同審議の結果を踏まえ、水銀汚染防止法及び大気汚染防止法の一部を改正

する法律を国会に提出、平成27年６月に同法が成立した。なお、我が国は、これ

らを含む国内措置の整備を経て、平成28年２月に同条約を締結している。 

条約の発効時期を見据え、関係府省庁とともに、水銀等による環境の汚染の防

止に関する対策を総合的かつ計画的に推進し、あわせて条約の的確かつ円滑な実

施を確保するための計画の策定をはじめ、水銀汚染防止法、大気汚染防止法等の

円滑な施行のための準備を進める。 

（前回点検時の「今後の課題」を踏まえた取組状況） 

上述のとおり、水銀汚染防止法の制定、大気汚染防止法の改正等を経て、平成

28年２月に水俣条約を締結したところである。今後、水銀汚染防止法に基づく計

画の策定等により、水俣条約の規定より踏み込んだ内容を含む、水銀等のライフ

サイクル全体を管理する包括的な仕組みを総合的かつ計画的に実施していく。 

 

【代替フロン等４ガスの総合的排出抑制対策】（経済産業省、環境省） 

本施策は、フロン類の製造、使用、廃棄等のライフサイクルの各段階の当事者

による、フロン類の使用の合理化及びフロン類の管理の適正化を促し、フロン類

の排出量を抑制するものである。平成13年から施行している「特定家庭用機器再

商品化法」（平成10年法律第97号）、平成14年から施行している「特定製品に係

るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」（平成13年法律第64号。

以下「フロン回収・破壊法」という。）及び平成17年から施行している「使用済

自動車の再資源化等に関する法律」（平成14年法律第87号）により、フロン類の

回収・破壊を推進してきた（平成26年度：7,440トンを回収し、6,130トンを破

壊）。 

さらに平成25年６月にフロン回収・破壊法の抜本的な改正を行い（法律名も

「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に変更。以下「フロ

ン排出抑制法」という。）、フロン類のライフサイクル全体にわたる規制的措置

を導入した。さらに、ガスメーカー等によるフロン類の実質的フェーズダウン、

機器メーカー等によるフロン類使用製品のノンフロン・低ＧＷＰ（Grobal 

warming potential：地球温暖化係数）化の促進、業務用冷凍空調機器のユーザー

によるフロン類の漏えい防止、フロン類の回収・再生・破壊制度の充実・強化を

進めている。併せて、ノンフロン・低ＧＷＰ機器の技術開発や導入の支援、普及

啓発、産業界による自主行動計画に基づく取組の進捗管理等を行う。 

今後は平成27年４月に施行されたフロン排出抑制法の円滑かつ確実な運用に取

り組む。また、技術実証、導入補助、普及啓発事業等の施策を通じ、今後ともノ
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ンフロン・低ＧＷＰ化技術の開発・商品化と普及のための支援を強化する。加え

て、フロン類の回収・破壊や産業界の自主行動計画に基づく取組の継続的な実施

により、効果的・効率的な排出抑制対策に取り組む。 

ｂ）化学物質の環境への排出・廃棄・リサイクル段階での対策の実施 
ｂ）化学物質の環境への排出・廃棄・リサイクル段階での対策の実施 

 

現状 

 

化学物質の環境への排出については、ＰＲＴＲ制度により、事業者による自主的

管理の改善が促進され、届出対象化学物質の排出量は全体として低減傾向にある。Ｐ

ＲＴＲ制度については平成20年に対象物質・対象業種等の見直しを行い、平成22年度

から新たな対象物質・対象業種による排出量等の把握が開始された。図表13にＰＲＴ

Ｒ届出排出量・移動量及び届出事業所数の推移を示す。平成26年度の集計結果を現行

の届出要件（取扱量）による届出が開始された初年度（平成15年度）と比較すると、

総排出量・移動量は14万５千トン減少、平成20年度の対象物質の見直し前後で、継続

して指定されている第一種指定化学物質（継続物質）の排出量・移動量は16万２千ト

ン減少しており、経年的には減少傾向にある。 

 

図表13．ＰＲＴＲ届出排出量・移動量及び届出事業所数の推移 
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出典）平成26年度ＰＲＴＲデータの概要 

 

一般環境中の汚染物質の濃度については、ベンゼン等による大気の汚染に係る環

境基準、水質環境基準等を設定し、観測を実施している。ベンゼン等による大気の汚

染に係る環境基準の超過状況は図表14に示す。平成８年（1996年）の大気汚染防止法

の改正により、ベンゼン等の排出抑制基準を設定する等の有害大気汚染物質対策を制

度化したことで、超過率が年々減少し、平成20年度（2008年度）以降の超過率はほぼ

０％で推移している。 
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図表 14．ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準の超過状況の推移 

 
注 環境基準超過地点数の比率。 

                               出典）環境省 

 

また、水質汚濁に関する主な健康項目の環境基準超過状況の推移を、図表 15 に示

す。殆どの地点で環境基準を達成しているが、砒素、鉛、カドミウムについては、環

境基準の改定に伴い環境基準値超過検体率が上昇している。なお、超過原因は主に自

然由来によるものである。 

 

図表 15．公共用水域における主な健康項目の環境基準超過状況の推移 

  

出典）環境省 
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取組状況 

 

【化学物質排出把握管理促進法の施行と関連する取組】（経済産業省、環境省） 

（Ｐ11 の再掲のため、内容は省略） 

 

【大気汚染防止法に基づく規制等】（環境省） 

大気汚染物質に係る環境基準確保のための施策の推進を図るため、固定発生源

から排出された大気汚染物質量の調査や都道府県等の大気汚染防止法施行状況調

査を実施している。具体的には、以下の取組を行っている。 

・ 大気汚染防止法の規制事務を行う159自治体に対し、同法の規制施設に係る

届出状況や規制事務実施状況に関する施行状況について調査を実施している。

また、その結果を取りまとめ、毎年度環境省ウェブサイトにおいて公表して

いる。 

・ 平成28年度は、平成27年度に環境省が実施した調査結果及び自治体が実施

した独自調査の調査結果を併せ、環境省ウェブサイトにおいて公表する予定。 

引き続き、大気汚染物質の排出状況及び大気汚染防止法で規定する施設等の届

出状況等について把握を行う。 

 

【水質汚濁防止法に基づく排出水の排出等の規制】（環境省） 

工場・事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸

透を規制することによって、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止を図り、

国民の健康を保護し、生活環境を保全することを目的とし、水質汚濁防止法に基

づく規制を実施する。汚水又は廃液を排出する特定施設等を設置する工場又は事

業場から公共用水域に排出される排出水又は地下水に浸透する浸透水について、

28有害物質等の排水基準又は地下浸透基準を定め、これらに適合しない排出・浸

透を規制している。 

○ 工場排水対策の推進 

・ 平成26年度は、カドミウムに関する排水基準の見直しを行った。 

・ 平成27年度は、１,４－ジオキサンの暫定排水基準及びトリクロロエチレ

ンの排水基準を見直すとともに、ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に係る

暫定排水基準の見直しについて検討を行った。 

・ 平成28年度は、上記３項目のほか、亜鉛及びカドミウムの暫定排水基準

を見直す予定である。 

○ 地下水汚染未然防止のための構造と点検・管理に関する検討（平成26年度

で終了） 

・ 平成23年に改正された水質汚濁防止法により、有害物質による地下水の

汚染を未然に防止するため、有害物質を使用・貯蔵等する施設の設置者に

対し、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵

守、定期点検及びその結果の記録・保存を義務付ける規定等が設けられ、

平成24年6月から施行されている（既存施設については平成27年６月から施
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行）。 

・ 平成26年度は、平成23年の改正水質汚濁防止法の円滑な施行に向けて、

改正法に関する説明会を全国９会場でのべ14回行った。また、管理要領等

の策定の手引きを作成し、ウェブサイトにおいて公開した。 

○ 地下浸透規制のあり方検討（平成27年度から新規） 

・ 平成27年度は、地下浸透規制のあり方について検討するため、重金属等

15項目について環境中の挙動に関する科学的知見の収集等を行った。 

・ 平成28年度は、引き続き地下浸透規制のあり方について検討を進め、揮

発性有機化合物等の14項目を中心に環境中の挙動に関する科学的知見の収

集等を行う予定である。 

排出基準等に不適合の事業者について、引き続き、基準等に適合させるように

自治体による事業者指導を徹底する。 

 

【「ダイオキシン類対策特別措置法」（平成 11 年法律第 105 号）に基づく対策】

（環境省） 

ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、環境の汚染の状況を監視するととも

に、「我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減する

ための計画」（平成24年８月）（以下、「削減計画」という。）に基づき、ダイ

オキシン類の排出の削減に取り組む。 

大気や水質のダイオキシン類濃度はほぼ全国的に環境基準を達成している。平

成26年におけるダイオキシン類の推計排出量（121～123g-TEQ/年）は、削減計画

における目標量（176g-TEQ/年）を下回っており、ダイオキシン類の排出量は着実

に減少している。 

引き続き、ダイオキシン類による環境の汚染の状況を監視するとともに、削減

計画に基づきダイオキシン類の排出の削減を推進する。 

 

【「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45 年法律第 137 号。以下「廃棄物

処理法」という。）等に基づく有害物質を含む廃棄物の適正処理】（環境省） 

環境中で有害性が懸念される物質を含有する廃棄物の廃棄に伴うリスクを低減

し、生活環境保全上の支障の発生等の社会問題化の未然防止を図り、安全・安心

な社会を構築する。有害性が懸念される物質等を含有する廃棄物の適正処理を推

進するため、以下の取組を行っている。 

・ 平成26年度は、水銀廃棄物の硫化・固型化試験、カドミウムに係る最終処

分場放流水等の実態調査等を実施し、その結果、今後の水銀廃棄物の適正処

理方策の取りまとめを行った。 

・ 平成27年度は、水銀廃棄物の硫化・固型化物の長期安定性試験、トリクロ

ロエチレンに係る最終処分場放流水等の実態調査等を実施し、その結果、廃

水銀等の特別管理廃棄物への指定、水銀使用廃製品の分別回収ガイドライン

の作成を行った。また、平成26年度に行った実態調査の結果を受け、カドミ

ウムに関する廃棄物処理法上の各基準値の強化等を行った。 
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・ 平成28年度は、水銀廃棄物の硫化・固型化試験のスケールアップ化、退蔵

されている水銀使用廃製品の回収促進事業の全国展開、感染性廃棄物処理マ

ニュアルの改訂に向けた実態調査等を実施する予定である。 

当該事業は、国内での知見の集積等により、有害性が懸念される物質を含有す

る廃棄物の適正処理方策を調査・検討するものである。今後も、知見を集積して、

その特性を踏まえた体系的な整理を行いつつ、必要な対応を実施する。 

（前回点検時の「今後の課題」を踏まえた取組状況） 

水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物の適正処理方策として、平成27年２月に

中央環境審議会において「水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対

策について（答申）」が取りまとめられた。本答申を踏まえ、平成27年11月に廃

棄物処理法施行令の一部を改正する政令、同年12月に廃棄物処理法施行規則の一

部を改正する省令等が公布された。 

 

【ＰＯＰｓ条約対象物質含有製品の廃棄物処理に向けた処理方策等の検討】（環境

省） 

ＰＯＰｓ条約で規制対象とされた環境中で有害性等が懸念される化学物質（Ｐ

ＯＰｓ）を含有する廃棄物の廃棄に伴うリスクを低減し、生活環境保全上の支障

等の発生などの社会問題化の未然防止を図り、安全・安心な社会を構築する。Ｐ

ＯＰｓを含有する廃棄物の適正処理を推進するため、以下の取組を行っている。 

・ 平成26年度は、ヘキサブロモシクロドデカン（ＨＢＣＤ）含有廃棄物の分

解処理実証試験、ＰＯＰｓ条約規制対象候補物質に関するフロー調査等を実

施し、その適正処理方策を検討した。 

・ 平成27年度は、ＰＯＰｓ廃農薬やＰＦＯＳ含有廃棄物の処理状況のレビュ

ー、ブロモジフェニルエーテル（ＰＯＰ－ＢＤＥｓ）のリサイクルに関する

実態調査、ヘキサクロロブタジエン（ＨＣＢＤ)含有廃棄物の分解実証試験等

を実施し、その適正処理方策を検討した。 

・ 平成28年度は、臭素系難燃剤を含有する廃プラスチックや防虫剤を含有す

る処理木材の実測調査等を実施する予定であり、またこれまでの検討結果を

踏まえ、廃棄物処理法による規制強化を見据えた適正処理方策の具体化を行

う予定である。 

当該事業は、ＰＯＰｓを含有する廃棄物の適正処理方策を調査・検討するもの

である。今後も、知見を集積して、その特性を踏まえた体系的な整理を行いつつ

必要な対応を実施する。 

 

【バーゼル条約に基づく特定有害廃棄物等の輸出入管理】（経済産業省、環境省） 

有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約を適

切に実施し、有害廃棄物等の不正輸出入の防止及び環境上適正な管理を推進する。

「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」（平成４年法律第108号。以

下「バーゼル法」という。）に基づく特定有害廃棄物等の輸出入規制等を行うと

ともに、輸出入事業者等への法規制等に関する周知徹底を図っている。具体的な
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取組状況は以下のとおりであり、今後も引き続き、バーゼル条約を適切に実施す

る。 

・ バーゼル法に基づく輸入承認件数：平成26年 125件、平成27年 167件 

・ バーゼル法に基づく輸出承認件数：平成26年 79件、平成27年 97件 

・ 事前相談件数（環境省・経済産業省合計）：平成27年度 49,721件 

・ バーゼル法等説明会開催箇所：平成26年度 全国9箇所、平成27年度 全国11

箇所 

 

【家電リサイクル法及び自動車リサイクル法並びに廃棄物処理法の広域認定制度に

よる拡大生産者責任の徹底や製品製造段階からの環境配慮設計の更なる推進】

（経済産業省、環境省） 

「特定家庭用機器再商品化法」（平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル

法」という。）及び「使用済自動車の再資源化等に関する法律」（平成14年法律

第87号。以下「自動車リサイクル法」という。）において、製造業者等に対し、

各法律の対象品目について再資源化等の義務付けを行い、また廃棄物処理法の広

域認定制度により、再資源化等を容易にするような設計等を求めている。 

○ 家電リサイクル法に関連する取組 

拡大生産者責任に基づく特定家庭用機器の製造業者等による引取り･再商品

化の義務が、化学物質管理の観点も含めた製品製造段階からの環境配慮設計の

推進に寄与している。また、環境省では、特定家庭用機器が使用済みとなった

後への影響を把握するため、定期的に、当該機器中の化学物質の含有量等につ

いて調査を行っている。 

また、製造業者では、Ｊ－ＭＯＳＳやＲｏＨＳ指令への対応等に既に取り組

んでおり、その取組状況について平成27年度の産業構造審議会と中央環境審議

会の合同会議で報告を行った。 

○ 自動車リサイクル法に関連する取組 

拡大生産者責任に基づく特定再資源化等物品（自動車破砕残さ及び指定回収

物品並びにフロン類をいう。）の自動車製造業者等による引取り･再資源化の

義務が、化学物質管理の観点も含めた製品製造段階からの環境配慮設計の推進

に寄与している。また、経済産業省及び環境省では、毎年度、自動車製造事業

者等に対し、産業構造審議会と中央環境審議会の合同会議において化学物質の

削減に関する自主取組の進捗状況を報告するよう求めている。さらに、環境省

では自動車が使用済みとなった後への影響を把握するため、定期的に、自動車

破砕残さ中の化学物質の含有量等について調査を行っている。自主取組が進ん

だ結果、例えば鉛については１台当たり平均100g前後まで削減される等の効果

を上げている。加えて、環境省では、平成27年度に使用済自動車に係る自動車

部品等の有害物質を含む成分分析を行うとともに、今後の含有傾向の将来予測

に関する調査を行った。 

○ 廃棄物処理法に関連する取組 

廃棄物処理法に基づく広域認定制度は、拡大生産者責任に則り、製造事業者
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等自身が自社の製品の再生又は処理の行程に関与することで、効率的な再生利

用等を推進するとともに、再生又は処理しやすい製品設計への反映を進めるこ

とにつながり、拡大生産者責任の徹底や製品製造段階からの環境配慮設計の更

なる推進に寄与している。広域的処理認定業者認定状況は以下のとおりである

（平成28年３月末現在）。 

 ・ 一般廃棄物広域的処理認定実績 96件 

 ・ 産業廃棄物広域的処理認定実績 253件 

引き続き上記施策を実施するとともに、家電リサイクル法及び自動車リサイク

ル法並びに廃棄物処理法に基づく広域認定制度を適正に施行する。 

ｃ）過去に製造された有害化学物質や汚染土壌・底質等の負の遺産への対応 
ｃ）過去に製造された有害化学物質や汚染土壌・底質等の負の遺産への対応 

   

現状 

   

過去に製造された有害化学物質や、汚染された土壌等の負の遺産への対応につい

ては、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」（平成

13年法律第65号。以下「ＰＣＢ特別措置法」という。）、土壌汚染対策法等により適

正な処理等の対応が進められている。底質環境についても、水環境改善の観点から取

組が進められているところ、化学物質対策の観点からは、化学物質環境実態調査での

モニタリングや化学物質審査規制法における環境中で底質に分布し残留しやすい物質

の底生生物への有害性試験法の開発に向けた調査検討が行われている。 

ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）の製造・輸入・使用が事実上禁止の後、長期にわ

たり保管されてきたＰＣＢ廃棄物については、平成13年６月に制定されたＰＣＢ廃棄

物特別措置法により、中間貯蔵・環境安全事業株式会社（ＪＥＳＣＯ）による拠点的

な処理施設整備の推進やＰＣＢ廃棄物処理基金の創設など、その適切な処理体制の構

築が図られている。ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画に定められた処理期限内

の処理を確実に達成するため、引き続き都道府県市に届出されていない機器の掘り起

こしに係る取組等を推進しつつ、平成28年５月に公布された「ポリ塩化ビフェニル廃

棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」に基づく取組を

進める。ＪＥＳＣＯにおけるＰＣＢ廃棄物処理の進捗状況を図表16に示す。 
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図表 16．ＰＣＢ処理に係わる年度別処理実績 

 
出典）日本環境安全事業株式会社 

（http://www.JESCOnet.co.jp/business/result/pdf/H16-26result.pdf） 

 

汚染された農用地の土壌への対応としては、農用地土壌汚染対策計画に基づき対

策を実施している。指定された対策地域における農用地土壌汚染対策の進捗状況を、

図表 17 に示す。平成 27 年３月時点において、対策事業完了面積は 6,975ha、対策進

捗率は 91.9％となっており、前回点検時よりも対策が進んでいる。 

 

図表 17．農用地土壌汚染対策の進捗状況 

 
出典）環境省「農用地土壌汚染に係る細密調査結果及び対策の概要」 

（http://www.env.go.jp/water/dojo/nouyo/index.html） 
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取組状況 

   

【土壌汚染対策法における取組】（環境省） 

土壌汚染対策法の施行状況調査を行い、土壌汚染対策法の施行状況及び都道府

県等が把握している特定有害物質による土壌汚染事例を把握し、整理することに

より、土壌汚染調査・対策の現状について実態を把握するとともに、調査・対

策・運搬・処理の課題の抽出・改善を行う。具体的な取組状況は以下のとおりで

ある。 

○ 平成26年度施行状況調査結果の概要（平成25年度） 

・ 有害物質使用特定施設の使用廃止件数：1,352件（1080件） 

・ 法３条契機による土壌汚染状況調査の結果報告件数：276件（240件） 

・ 形質変更時の届出件数：10,596件（10,848件） 

・ 特定有害物質による汚染のおそれのある土地の調査命令の発出件数：158

件（142件） 

・ 法４条契機による土壌汚染状況調査の結果報告件数：146件（150件） 

※全国の47都道府県及び111(110)政令市の土壌汚染担当部局を対象 

○ 土壌汚染対策法の平成22年の改正の際の附則において施行後５年を経過し

たことを受け、土壌汚染対策に関する制度・運用上の課題等を抽出し、今後

の方向性を検討した。 

○ 汚染土壌の運搬や処理業に関するガイドラインを平成27年７月に改訂し、

汚染土壌の処理の適正化を推進した。 

○ 土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直し等については、中央環境審

議会での検討を経て、平成26年８月に１，１-ジクロロエチレンについて土壌

溶出量基準値等を改めるとともに、平成27年３月にクロロエチレンについて

土壌汚染対策法に基づく特定有害物質として指定を行った。 

平成28年度以降も、土壌汚染対策法の施行状況及び都道府県等が把握している

土壌汚染事例を把握し、整理することにより、土壌汚染調査・対策の現状につい

て実態把握を行う。さらに、この結果を踏まえて、土壌汚染調査・対策手法、汚

染土壌の適正な運搬・処理方法について検討し、必要な改善を図る。 

 

【ＰＣＢ特別措置法の取組推進】（環境省） 

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」に定められた処理期限内の処理を

確実に達成するため、平成13年に制定されたＰＣＢ特別措置法に基づき、国が中

心となって立地地域の関係者の理解と協力を得て、中間貯蔵・環境安全事業株式

会社（ＪＥＳＣＯ）の全国５カ所（北九州、大阪、豊田、東京、北海道（室

蘭））の事業所に処理施設を整備し、高濃度ＰＣＢ廃棄物の処理が進められてい

る。高濃度ＰＣＢ廃棄物の計画的処理完了期限については、最短の事業エリアで

平成30年度末とされているところ、この処理期限を延長することはできない。ま

た、低濃度ＰＣＢ廃棄物は、環境大臣が認定する無害化認定事業者又は都道府県

知事が許可する特別管理産業廃棄物処理業者において処理が実施されており、平
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成28年２月現在、無害化認定事業者数は28事業者、特別管理産業廃棄物処理業者

は２事業者となっており、今後も増加する見込みである。 

○ＰＣＢ廃棄物（高圧トランス等）全体累積処理台数 

 平成24年度 156,202台（進捗率 47.4%） 

 平成25年度 194,304台（進捗率 56.0%） 

 平成26年度 228,124台（進捗率 65.7%） 

平成27年度 256,191台（進捗率 77.8%） 

今後の課題としては、都道府県等に届け出がされていないＰＣＢ廃棄物につい

て、高濃度ＰＣＢ使用製品・廃棄物の使用実態、保管実態の全容を把握するため

の掘り起こし調査の強化、相当数存在するとされる使用中の高濃度ＰＣＢ使用製

品への対応強化、処理が滞っているＰＣＢ廃棄物について、確実な処理のための

対応強化等が挙げられる。これらの課題に対応し、ＰＣＢ廃棄物を安全かつ確実

に一日でも早く処理期限内に処理を完了するため、ＰＣＢ廃棄物適正処理推進に

関する検討委員会において、平成26年６月のＰＣＢ廃棄物処理基本計画変更後の

取組状況についてフォローアップを行った。その結果を踏まえ、検討委員会にお

いて、平成28年２月に取りまとめられた報告書「ＰＣＢ廃棄物の期限内処理の早

期達成に向けた追加的方策について～確実な処理完了を見据えて～」の追加的方

策を踏まえた｢ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

の一部を改正する法律｣が平成28年５月に公布された。その概要としては、以下の

とおりである。 

・ ＰＣＢ廃棄物処理基本計画を閣議決定により定めること 

・ ＪＥＳＣＯの計画的処理完了期限の一年前までに高濃度ＰＣＢ廃棄物をＪ

ＥＳＣＯへ処分委託することを義務付けるとともに、期限を超えても処分委

託をする見込みのない事業者への改善命令を可能とすること 

・ 地方公共団体による行政代執行の制度を導入すること 

・ 使用中の高濃度ＰＣＢ含有機器等について一定の期限内での廃棄を義務付

けるとともに、廃棄期限を経過した高濃度ＰＣＢ含有機器等は廃棄物とみな

して廃棄物処理法及びＰＣＢ特別措置法の規定を適用すること 

・ ＰＣＢ含有機器等を保有している事業者又はそのおそれのある事業者への

地方公共団体による報告徴収及び立入調査権限を強化すること 

・ 高濃度ＰＣＢ含有機器等のうち、電気事業法（昭和39年法律第170号）の規

制の対象となる電気工作物（トランス、コンデンサ等）は、同法に基づいて

使用の廃止等に向けた措置を講じるものとするため、環境大臣から経済産業

大臣に対して電気事業法に基づき必要な措置を講ずる等の要請を行うことが

できること 

・ 関係者間の連携を推進すること 

以上の取組により、処理期限内に一日でも早く安全かつ確実にＰＣＢ廃棄物の

処理の完了を推進していくこととしている。 

（前回点検時の「今後の課題」を踏まえた取組状況） 

都道府県市が実施する掘り起こし調査の効率化のため、電気事業法の届出デー



- 51 - 

 

タ等を基に調査対象事業者を絞り込んだデータを環境省で作成し、都道府県市に

提供する予定としており、引き続き都道府県市に届出されていない機器の掘り起

こしに係る取組等を推進する。今後、都道府県市における掘り起こし調査の実施

状況等を定期的に把握し、公表する予定である。また、平成28年５月に公布した

｢ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正

する法律｣においては、都道府県市が高濃度ＰＣＢ廃棄物・使用製品の存在を徹底

的に掘り起こすことができるよう、報告徴収や立入検査権限の強化を図る内容と

なっている。さらに、関係機関の連携を一層図るため、環境省、経済産業省、都

道府県等、電気保安関係者、ＰＣＢ使用機器製造者等で構成する早期処理関係者

連絡会を設置し、全国版会合を平成27年２月に開催するとともに、ＪＥＳＣＯの

５地域ごとの第１回会合を平成27年７月から10月に、第２回会合を平成28年３月

に開催し、関係者の取組の進捗管理、意見交換等による連携強化を実施したとこ

ろ。今後も引き続き連絡会を開催して関係機関による連携強化を図っていく。 

 

【「農用地の土壌の汚染防止等に関する法」（昭和 45 年法律第 139 号。以下「農用

地土壌汚染防止法」という。）における取組】（農林水産省、環境省） 

農用地土壌汚染防止法に基づき、常時監視により汚染が発見された地域を都道

府県知事が農用地土壌汚染対策地域として指定することができる。指定した際に

は、当該対策地域について対策計画を策定した上で土壌汚染対策を実施した。

（平成26年度） 

・ 基準値以上検出等地域の累積面積が7,592 ha （平成26年度末現在）。 

・ このうち、対策地域の指定がなされた地域の累積面積は 6,609 ha 。 

・ 対策事業等が完了している地域は 6,975 haで、基準値以上検出等地域の面

積の91.9％。 

引き続き、特定有害物質及びその他の物質に関する知見の充実に努めるととも

に、農村地域防災減災事業等による客土等の土壌汚染対策の取組を進める。 

 

【埋設農薬処理の進行管理】（農林水産省） 

埋設農薬を計画的かつ着実に処理するため、都道府県等の要望に応じ、埋設農

薬についての処理計画策定や環境調査、周辺環境への悪影響の防止措置の取組を

支援している。平成18年度から、都道府県における埋設農薬の取組を「消費・安

全対策交付金」により支援しており、具体的な取組状況は以下のとおりである。 

・ 平成26年度は、消費･安全対策交付金（埋設農薬処理の進行管理）により、

全国61ヶ所の取組みに対する支援を行った。 

・ 平成27年度は、消費･安全対策交付金（埋設農薬処理の進行管理）により、

全国59ヶ所の取組みに対する支援を行った。 

・ 平成28年度は、消費･安全対策交付金（埋設農薬処理の進行管理）により、

全国の取組みに対する支援を行っている。 

・ 平成13年に確認された全国の埋設農薬4,374トン（BHC 2,203トン、DDT 912

トン等）のうち、平成27年９月までに4,057トン（BHC 2,062トン、DDT 898ト
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ン等）が無害化処理された。（全体の92.8％が処理済） 

都道府県における埋設農薬の管理・処理が円滑に進むよう、埋設農薬の処理計

画の策定及び進行管理に対する支援や、埋設農薬が適切に処理されたことを確認

するため、掘削・回収の事前、事後等に行う環境調査に対する取組を、同交付金

により今後も継続し支援する予定である。 

 

【化学物質環境実態調査】（環境省） 

（Ｐ９の再掲のため、内容は省略） 

 

【化学物質審査規制法における各種毒性試験等の実施】（環境省） 

（Ｐ13 の再掲のため、内容は省略） 

ｄ）事故等により化学物質が環境へ排出された場合の措置 
ｄ）事故等により化学物質が環境へ排出された場合の措置 

   

現状 

 

事故等により化学物質が環境中へ排出された場合は、大気汚染防止法及び水質汚

濁防止法に基づき施設の設置者に応急措置の実施や都道府県への通報・届け出等を義

務づけている。環境省では、平成21年に「自治体環境部局における化学物質に係る事

故対応マニュアル策定の手引き」を策定し、各自治体による事故対応マニュアルの策

定等を支援している。 

 

取組状況 

   

【事故等により化学物質が大気環境中へ排出された場合の措置】（環境省） 

大気汚染防止法第17条により、ばい煙発生施設を設置している事業者等及び都

道府県知事には事故時の措置が規定されている。 

事故等により化学物質が環境へ排出された場合には、人の健康又は生活環境に

係る被害を生ずることがないよう地方自治体と連携の上、適正に対応する。事故

等が発生した場合には、地方公共団体等と連携の上、大気汚染防止法に基づいて

適正に対応している。 

引き続き、地方公共団体等と連携の上、大気汚染防止法に基づいて適正に対応

する。 

 

【水質汚濁防止法に基づく事故時の措置の届出】（環境省） 

特定事業場等の設置者は、特定施設等の破損その他の事故の発生により、有害

物質等を含む水が公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健

康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるとき、直ちに応急の措置を講じ、

事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない。ま
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た、特定事業場等の設置者が応急の措置を講じていないと認めるとき、都道府県

知事は応急の措置を講ずることを命ずることができる。具体的な取組状況は以下

のとおりである。 

○ 水質汚濁防止法施行状況調査（平成26年度実績） 

 ・ 事故時の届出 506件（公共用水域）、51件（地下水） 

 ・ 措置命令 0件 

水環境の保全のために事故を発生させた事業者に対して、都道府県による適正

な指導の実施が必要。 

 

【水環境の危機管理・リスク管理推進事業】（環境省） 

平成24年５月に発生した利根川水系における取水障害により、化学物質は物質

そのものの有害性に関係なく、大きな環境リスクを与えうることが判明した。水

環境の安全・安心を確保するためには、従来の有害物質だけでなく、こうした物

質についても、平常時に水質事故を未然に防止するための適切なリスク管理がな

され、水質事故時には迅速な原因究明により被害拡大防止を図ることができるよ

うにしておく必要がある。具体的には、以下の取組を行っている。 

・ 平成26年度は、未規制の化学物質３項目について、各項目毎に５事業場を

対象として、工場・事業場からの排出実態の把握に関する調査を実施した。

また、全国の公共用水域（48地点）において、未規制の化学物質２項目につ

いて、存在状況の把握のための調査を実施し、知見の集積を図った。 

・ 平成27年度は、未規制の化学物質10項目、計32事業場を対象として、工

場・事業場からの排出実態の把握に関する調査を実施した。また、全国の公

共用水域（47地点）において、未規制の化学物質10項目について、存在状況

の把握のための調査を実施し、知見の集積を図るとともに、今後のリスク管

理方策について検討を行い、今後優先的に取組を進めていくべき物質につい

て結論を得た。 

今後の水環境の危機管理・リスク管理事業のリスク管理方策についてのとりま

とめ結果を踏まえ、必要な措置について検討していく。 

 

【油等汚染対策国内対応事業】（環境省） 

「1990年の油による汚染に係る準備、対応及び協力に関する国際条約」（ＯＰ

ＲＣ条約）及び「2000年の危険物質及び有害物質による汚染事件に係る準備、対

応及び協力に関する議定書」（ＯＰＲＣ－ＨＮＳ議定）に基づき策定された「油

等汚染事件への準備及び対応のための国家的な緊急時計画」において、作成する

こととなっている脆弱沿岸海域図を最新の情報に基づき更新し、もって油や危険

物質及び有害物質の流出事故及び有害危険物質流出事故における野生生物の保護、

漁場等の保全等の対策の決定に資するものであり、具体的な取組状況は以下のと

おりである。 

・ 平成26年度は、自然公園等の追加による基礎情報の更新及び脆弱沿岸海域

図の利便性を図るため、「地形」、「生態区分」及び「生物対象群」の情報
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を統合し、各沿岸の脆弱性を表示する「脆弱沿岸総合評価図」を作成し、情

報をウェブサイトに掲載した。 

・ 平成27年度は、脆弱沿岸海域図の海岸線情報について更新を行い、情報を

ウェブサイトに掲載した。 

・ 平成28年度は、引き続き最新のデータ及び影響評価手法に基づき脆弱沿岸

海域図の更新を実施するとともに、本情報をウェブサイトに掲載等する。な

お、脆弱沿岸海域図は以下の2つの局面において活用されることを想定して作

成している。 

・ 油汚染事件の際に、オイルフェンスを展張する等の重点地域及び防除作業

重点化地域を迅速に判断・決定するために使用。 

・ 平時において、各地方自治体が大規模油流出事故に対する防災計画を策定

する際の基本情報として使用。 

今後は、より広く情報提供を行うため、引き続き最新のデータ及び影響評価手

法に基づき脆弱沿岸海域図の更新を実施するとともに、本情報のウェブサイトへ

の掲載方法を工夫する。 

 

【海上における環境・防災対策の充実強化】（海上保安庁） 

船舶の火災、衝突、乗揚げや沈没等の事故が発生し、これら事故に伴って油等

が海に流出した場合、自然環境や付近住民の生活に甚大な悪影響を及ぼすことが

懸念される。油の防除措置は、回収装置や油吸着剤等による回収を基本として、

周囲の状況を勘案し、関係者との合意を図った上で油処理剤等を使用する等、適

切に実施している。 

さらに海上保安庁では、巡視船艇・航空機や防災資機材の整備、現場職員の訓

練・研修等を通じ、対処能力強化を推進している。また、排出油等防除協議会等

を通じた関係者への適切な指導・助言や、国内外の関係機関との連携強化を通じ

て、平時より、事故時に迅速かつ的確な対処がなされるよう努めている。海上保

安庁が防除措置を講じた油排出事故件数は以下のとおりである。 

・ 平成26年 125件 

・ 平成27年 138件  

また、具体的な取組状況は以下のとおりである。 

・ 油等防除資機材の予算要求を行い、既存資機材の更新等の整備を行った。 

・ 専門機関による油流出事故に係る防災研修・訓練を実施するとともに、油

流出事故を想定した油防除資機材等を使用した海上訓練等及び油等流出事故

対応に係る防災研修を実施した。さらに、関係機関と連携した合同防災訓練

等に参画することで連携強化を図った。 

・ 各地の排出油等防除協議会や地方公共団体等と合同訓練を実施する等の対

応能力の強化を図った。 

・ 平成26年には、北西太平洋地域海行動計画（ＮＯＷＰＡＰ）における取組

みの一つとして日露合同油防除訓練を実施した。 

油等の流出に迅速且つ的確に対応するため、引き続き資機材の整備、現場職員
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の訓練及び研修、関係機関との連携強化に努めていく。 
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今後の課題 

 

 今回の点検は、第四次環境基本計画（化学物質分野）についての第２回目の点検とし

て、平成 26 年に行った第１回目点検の結果を踏まえて取り組まれた施策について、関係

府省の自主的な点検結果を踏まえて行った。その結果、概ね進捗していることを確認した

が、下記の課題については着手あるいは一層の促進が必要である。 

 

○ ｢化学物質が、人の健康と環境にもたらす著しい悪影響を最小化する方法で使用、

生産されることを 2020 年までに達成する」との目標のためになすべきことについ

て、 

・ 化学物質の製造・輸入、当該化学物質が使用された製品の使用、リサイクル、廃

棄に至るライフサイクル全体のリスク評価をより詳細に行うための手法の高度化

と評価の加速化 

・ 例えばＰＯＰｓや電気電子製品中の重金属について、ライフサイクル全体を通じ

たリスクの削減のために必要な段階における管理 

・ 各種施策間の調和・連携 

・ 関係者間の情報共有の一層の促進 等 

様々な施策を組み合わせた包括的なアプローチとして具体化するとともに、未解明の

諸問題への取組結果や国際的観点を踏まえた検討を随時行う等、戦略的に推進してい

くことが重要である。 

 

○ 化学物質審査規制法に基づくリスク評価を効果的かつ効率的に進めるためには、想

定されるリスクに応じた評価作業を推進するとともに、定量的構造活性相関（ＱＳＡ

Ｒ）、トキシコゲノミクス等の新たな評価手法の開発を一層促し、適用可能な具体的

場面を想定して活用方法を柔軟に検討し、その結果を踏まえ活用を図っていくことが

重要である。 

 

○  化学物質排出把握管理促進法については、化学物質の環境への排出量等の把握・公

表（ＰＲＴＲ）とともに、ハザード情報や化学物質についての性状及び取扱いに係る

情報提供制度（ＳＤＳ）を適切に活用し、事業者による化学物質の自主的な管理の改

善の促進と環境の保全上の支障の未然防止を確保することが重要である。 

 

○ 我が国は平成 28 年２月に水銀に関する水俣条約を締結し、現在水銀汚染防止法に

基づく計画の策定に向けて取り組んでいるところである。今後は社会の構成員である

全ての主体が共通の認識の下に互いの連携・協力を密にして行動していくことが重要

であり、そのために必要な情報を共有しつつ、水銀等のライフサイクル全体の管理を

総合的かつ計画的に実施する必要がある。 

 

○ ナノ材料については、ナノ材料の環境における測定手法に関する知見の集積を進め
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てきたところ、国際的な動向も念頭に、労働環境における取組等との連携も図りつ

つ、ライフサイクル全体における人の健康及び生態系への影響を踏まえた取扱いのあ

り方について引き続き検討を行う必要がある。 

 

○ 化学物質の内分泌かく乱作用については、人の健康及び生態系分野を中心にリスク

評価を推進するための試験法の開発が進められた。今後、人の健康及び生態系への影

響の評価手法の確立と評価の実施を加速化し、国際的な動向を念頭に置きつつ、今後

のリスク管理についても検討を進めていくことが重要である。 

 

○  子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）については、子どもを対象

とした世界にも数少ない大規模な疫学調査として国際的にも注目されているところ、

国内外の知見を活かしつつ調査を着実に実施するとともに、その進捗状況や成果を国

内外に向けて発信し、科学的知見の共有を促進していくことが重要である。 

 

○  事故・災害等に伴う化学物質の漏洩・流出や流出した際の防除等については、環境

リスクを最小化するための措置について検討していくことが重要である。 


